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議案第１９３号 

   令和３年度富山市一般会計補正予算（第７号） 

 令和３年度富山市の一般会計補正予算（第７号）は、次に定めると 

ころによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ３，８３２，５７３ 

千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１８３，０ 

８５，８３２千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに 

補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」に 

よる。 

（継続費の補正） 

第２条 継続費の変更は、「第２表 継続費補正」による。 

 （繰越明許費） 

第３条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１３条第１項の 

 規定により翌年度に繰り越して使用することができる経費は、「第 

 ３表 繰越明許費」による。 

（債務負担行為の補正） 

第４条 債務負担行為の追加は、「第４表 債務負担行為補正」によ 

る。 

 （地方債の補正） 

第５条 地方債の変更は、「第５表 地方債補正」による。 

令和３年１２月１日提出 

 

               富山市長  藤 井 裕 久 
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第１表　歳入歳出予算補正
歳　入 (単位　千円）

款 項 補正前の額 補正額 計

 1 市税 68,814,866 470,797 69,285,663

 1 市民税 27,157,866 470,797 27,628,663

15 国庫支出金 26,959,901 2,392,261 29,352,162

 1 国庫負担金 18,501,375 1,586,357 20,087,732

 2 国庫補助金 8,349,999 811,635 9,161,634

 3 委託金 108,527 △ 5,731 102,796

16 県支出金 11,895,745 62,711 11,958,456

 1 県負担金 7,670,798 51,840 7,722,638

 2 県補助金 3,340,218 10,871 3,351,089

18 寄附金 93,908 52,510 146,418

 1 寄附金 93,908 52,510 146,418

19 繰入金 3,338,372 293,263 3,631,635

 1 特別会計繰入金 182,597 293,263 475,860

20 諸収入 3,144,223 65,777 3,210,000

 3 貸付金元利収入 1,363,088 54,009 1,417,097

 6 雑入 1,480,516 11,768 1,492,284

21 市債 29,516,700 313,600 29,830,300

 1 市債 29,516,700 313,600 29,830,300

22 繰越金 2,397,894 181,654 2,579,548

 1 繰越金 2,397,894 181,654 2,579,548

179,253,259 3,832,573 183,085,832歳　　　　入　　　　合　　　　計
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歳　出 (単位　千円）

款 項 補正前の額 補正額 計

 1 議会費 744,528 △ 6,822 737,706

 1 議会費 744,528 △ 6,822 737,706

 2 総務費 21,628,699 442,746 22,071,445

 1 総務管理費 9,847,660 396,520 10,244,180

 2 企画費 8,798,119 22,760 8,820,879

 3 徴税費 1,520,512 10,508 1,531,020

 4 戸籍住民基本台帳費 914,063 2,092 916,155

 5 選挙費 400,242 8,871 409,113

 6 統計調査費 71,718 △ 10,071 61,647

 7 監査委員費 76,385 12,066 88,451

 3 民生費 63,928,930 715,752 64,644,682

 1 社会福祉費 29,199,313 △ 39,203 29,160,110

 2 児童福祉費 29,839,966 232,300 30,072,266

 3 生活保護費 4,362,113 528,357 4,890,470

 4 市民生活費 403,213 3,150 406,363

 5 青少年女性費 119,324 △ 8,852 110,472

 4 衛生費 12,661,242 2,143,820 14,805,062

 1 保健衛生費 5,603,233 2,149,954 7,753,187

 2 環境衛生費 7,058,009 △ 6,134 7,051,875

 5 労働費 671,039 25,374 696,413

 1 労働諸費 671,039 25,374 696,413

 6 農林水産業費 4,809,015 77,332 4,886,347

 1 農業費 1,782,155 41,184 1,823,339

 2 農地費 2,322,800 36,091 2,358,891

 3 林業費 472,729 2,814 475,543

 4 水産業費 231,331 △ 2,757 228,574

 7 商工費 5,038,064 280,734 5,318,798

 1 商工費 5,038,064 280,734 5,318,798

 8 土木費 22,474,004 145,318 22,619,322

 1 土木管理費 903,097 136,818 1,039,915

 2 道路橋りょう費 6,073,574 71,740 6,145,314

 3 河川水路費 835,058 △ 4,083 830,975

 5 都市計画費 13,908,516 △ 23,415 13,885,101
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(単位　千円）

款 項 補正前の額 補正額 計

 6 住宅費 723,230 △ 35,742 687,488

 9 消防費 4,490,443 △ 22,518 4,467,925

 1 消防費 4,490,443 △ 22,518 4,467,925

10 教育費 21,297,654 30,837 21,328,491

 1 教育総務費 1,882,430 △ 5,070 1,877,360

 2 小学校費 7,919,213 37,857 7,957,070

 3 中学校費 8,257,459 923 8,258,382

 4 幼稚園費 536,248 △ 34,908 501,340

 5 社会教育費 2,702,304 32,035 2,734,339

179,253,259 3,832,573 183,085,832歳　　　　出　　　　合　　　　計
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第 ２ 表  継続費補正 

 

変  更 

（単位 千円） 

款 項 事 業 名 

補    正    前 補    正    後 

総 額 年  度 年割額 総 額 年  度 年割額

8 土木費 
2 道路橋り 

2 ょう費 

橋りょう維持 

補修事業費 

（八田橋旧橋脚撤去） 

510,000 

令和元年度 40,000

570,000

令和元年度 40,000

令和 2 年度 200,000 令和 2 年度 200,000

令和 3 年度 205,000 令和 3 年度 265,000

令和 4 年度 65,000 令和 4 年度 65,000
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第 ３ 表　　繰越明許費

　　（単位　千円）

事    業    名 金　　額

2 総 務 費 1 総 務 管 理 費 行 政 サ ー ビ ス セ ン タ ー 費 317,600

中 核 型 地 区 セ ン タ ー 費 358,502

4 衛 生 費 1 保 健 衛 生 費 感 染 症 事 業 費 1,116,915

6 農林水産業費 2 農 地 費 小 規 模 土 地 改 良 事 業 費 補 助 金 8,180

8 土 木 費 1 土 木 管 理 費 防 災 事 務 費 58,146

10 教 育 費 2 小 学 校 費 統 合 校 の 新 設 事 業 費 33,000

3 中 学 校 費 統 合 校 の 新 設 事 業 費 19,000

款 項
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第 ４ 表  債務負担行為補正 

 

追  加 

（単位 千円） 

 

事       項 

 

 

期    間 

 

限  度  額 

認知症高齢者等おでかけあんしん損害

保険事業保険料 
自令和３年度至令和４年度 ９７４ 

富山駅北自転車駐車場防犯システム機

械警備業務委託費 
令和４年度 ７９２ 

リフレッシュ事業費 自令和３年度至令和４年度 ７０，０００ 

市道整備事業費 自令和３年度至令和４年度 １６３，２００ 

河川水路整備事業費 自令和３年度至令和４年度 ６６，０００ 

浸水対策事業費 自令和３年度至令和４年度 ２０，０００ 
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第　５　表　　地方債補正

　変　更

（単位　千円）

補正前の額 補　正　額 補正後の額

総 務 管 理 費 424,500 263,200 687,700

農 地 費 372,000 6,200 378,200

土 木 管 理 費 78,200 44,200 122,400

借入れ先の融通
条件による。た
だし、市財政の
都合により据置
期間及び償還期
限を短縮し、も
しくは繰上償還
又は借換えする
ことができる。

起 債 の 目 的
限　　度　　額 起債の

方　法
利　率 償還の方法

普通貸借
又　　は
証券発行

　　　　％
　　5.0
　　　　以内
（ただし、利率
見直し方式で借
入れる資金につ
いて、利率の見
直しを行った後
においては、当
該見直し後の利
率）

- 8 -



1 歳　入
款 1 市税   項 1 市民税 （単位　千円）

目 補正前 補正額 計 説　明
の額 区分 金額

 1       22       23
個人 ,529,866  470,797 ,000,663  1現年課税分 470,797  1現年度分                          470,797

      27       27
計 ,157,866  470,797 ,628,663

      68       69
合計 ,814,866  470,797 ,285,663

款15 国庫支出金   項 1 国庫負担金 （単位　千円）
目 補正前 補正額 計 説　明

の額 区分 金額
 1       17       17
民生費負担,441,428  507,770 ,949,198  2児童福祉費 104,959  1助産施設事業費負担金                1,278
金   負担金  2障害児通所給付事業費負担金        103,681

 3生活保護費 402,811  1生活保護費負担金                  402,811
  等負担金

 2        1        1        1                                           1
衛生費負担 202,348 ,078,587 ,280,935  1保健衛生費,078,587  1保健事業費負担金                 ,078,587
金   負担金

      18        1       20
計 ,501,375 ,586,357 ,087,732

款15 国庫支出金   項 2 国庫補助金 （単位　千円）
目 補正前 補正額 計 説　明

の額 区分 金額
 1 △      △                                         △
総務費補助 433,481   44,305  389,176  1総務管理費  44,305  1住民基本台帳ネットワークシステム   44,305
金   補助金   費補助金

 2        1        1
民生費補助,831,517   27,068 ,858,585  2児童福祉費  27,068  1子ども・子育て支援交付金            7,274
金   補助金  2子育て支援事業費補助金                366

 3保育対策総合支援事業費補助金        5,320
 4子ども・子育て支援事業費補助金     14,108

 3        1
衛生費補助 498,153  794,522 ,292,675  1保健衛生費 794,522  1母子保健衛生費補助金                5,000
金   補助金  2保健事業費補助金                  789,522

 5
商工費補助  49,250   10,000   59,250  1商工費補助  10,000  1地方創生テレワーク交付金           10,000
金   金

 7        1
教育費補助 997,043    5,675 ,002,718  2小学校費補   4,050  1新型コロナウイルス感染症対策事業    4,050
金   助金   費補助金

歳入歳出予算事項別明細書

節

節

節
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款15 国庫支出金   項 2 国庫補助金 （単位　千円）
目 補正前 補正額 計 説　明

の額 区分 金額

 3中学校費補   1,625  1新型コロナウイルス感染症対策事業    1,625
  助金   費補助金

11        1        1
新型コロナ,743,727   18,675 ,762,402  1新型コロナ  18,675  1新型コロナウイルス感染症対応地方   18,675
ウイルス感   ウイルス感   創生臨時交付金
染症対応地   染症対応地
方創生臨時   方創生臨時
交付金   交付金

       8        9
計 ,349,999  811,635 ,161,634

款15 国庫支出金   項 3 委託金 （単位　千円）
目 補正前 補正額 計 説　明

の額 区分 金額
 2
民生費委託  82,671 △ 5,731   76,940  1社会福祉費△ 5,731  1国民年金事務費委託金             △ 5,731
金   委託金

計  108,527 △ 5,731  102,796

      26        2       29
合計 ,959,901 ,392,261 ,352,162

款16 県支出金   項 1 県負担金 （単位　千円）
目 補正前 補正額 計 説　明

の額 区分 金額
 1        7        7
民生費負担,662,952   51,840 ,714,792  2児童福祉費  51,840  1障害児通所給付事業費負担金         51,840
金   負担金

       7        7
計 ,670,798   51,840 ,722,638

款16 県支出金   項 2 県補助金 （単位　千円）
目 補正前 補正額 計 説　明

の額 区分 金額
 1        1        1
民生費補助,503,582    6,521 ,510,103  2児童福祉費   6,521  1子ども・子育て支援交付金            6,521
金   補助金

 3
労働費補助   2,400    4,350    6,750  1労働諸費補   4,350  1移住支援金交付事業費補助金          4,350
金   助金

       3        3
計 ,340,218   10,871 ,351,089

節

節

節

節

- 10 -



款16 県支出金   項 2 県補助金 （単位　千円）
目 補正前 補正額 計 説　明

の額 区分 金額
      11       11

合計 ,895,745   62,711 ,958,456

款18 寄附金   項 1 寄附金 （単位　千円）
目 補正前 補正額 計 説　明

の額 区分 金額
 1
総務費寄附  68,775   50,419  119,194  1徴税費寄附  50,419  1ふるさとぬくもり基金費寄附金       30,000
金   金  2新型コロナウイルス感染症対策基金   20,419

  費寄附金

 3
民生費寄附   3,733    2,091    5,824  1社会福祉費   2,091  1新型コロナウイルス感染症対策基金    2,091
金   寄附金   費寄附金

計   93,908   52,510  146,418

款19 繰入金   項 1 特別会計繰入金 （単位　千円）
目 補正前 補正額 計 説　明

の額 区分 金額
 2
企業団地造  89,452  293,263  382,715  1企業団地造 293,263  1企業団地造成事業特別会計繰入金    293,263
成事業特別   成事業特別
会計繰入金   会計繰入金

計  182,597  293,263  475,860

       3        3
合計 ,338,372  293,263 ,631,635

款20 諸収入   項 3 貸付金元利収入 （単位　千円）
目 補正前 補正額 計 説　明

の額 区分 金額
 7
富山勤労総 318,166   19,004  337,170  1富山勤労総  19,004  1元金                               19,000
合福祉セン   合福祉セン  2利子                                    4
ター貸付金   ター貸付金
元利収入   元利収入

 8
八尾サービ  55,055   35,005   90,060  1八尾サービ  35,005  1元金                               35,000
ス貸付金元   ス貸付金元  2利子                                    5
利収入   利収入

       1        1
計 ,363,088   54,009 ,417,097

節

節

節

節
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款20 諸収入   項 6 雑入 （単位　千円）
目 補正前 補正額 計 説　明

の額 区分 金額
 3        1        1
雑入 ,479,723   11,768 ,491,491  3雑入   11,768  1デジタル基盤改革支援補助金         12,760

 2雇用保険料戻入金                   △ 425
 3その他の雑入                       △ 567

       1        1
計 ,480,516   11,768 ,492,284

       3        3
合計 ,144,223   65,777 ,210,000

款21 市債   項 1 市債 （単位　千円）
目 補正前 補正額 計 説　明

の額 区分 金額
 1        3        3
総務債 ,149,200  263,200 ,412,400  1総務管理債 263,200  1行政サービスセンター整備事業債     33,700

 2中核型地区センター整備事業債      229,500

 4
農林水産業 491,200    6,200  497,400  1農地債    6,200  1小規模土地改良事業債                6,200
債

 6        4        4
土木債 ,186,800   44,200 ,231,000  1土木管理債  44,200  1防災施設等整備事業債               44,200

      29       29
計 ,516,700  313,600 ,830,300

款22 繰越金   項 1 繰越金 （単位　千円）
目 補正前 補正額 計 説　明

の額 区分 金額
 1        2        2
繰越金 ,397,894  181,654 ,579,548  1前年度繰越 181,654  1前年度繰越金                      181,654

  金

       2        2
計 ,397,894  181,654 ,579,548

節

節

節
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2 歳　出
款 1 議会費   項 1 議会費 （単位　千円）

目 補正前 補正額 計 説　明

の額 特定財源 一般財源 区分 金額

 1 他

議会費  744,528 △ 6,822  737,706        3 △ 6,825  1報酬      907  1議会運営費       △ 3,330

  　人件費

 2議会事務費       △ 3,492

 2給料 △ 2,030   　人件費

 3職員手当等 △ 5,291

 4共済費   △ 408

他

計  744,528 △ 6,822  737,706        3 △ 6,825

款 2 総務費   項 1 総務管理費 （単位　千円）

目 補正前 補正額 計 説　明

の額 特定財源 一般財源 区分 金額

 1        4 △             3 他 △                         △

一般管理費 ,016,857  372,884 ,643,973     △ 8  372,876  1報酬 △ 2,066  1総務一般管理費    397,084

  　人件費

△       2財務一般管理費     22,586

 2給料  234,804   　人件費

 3スポーツ振興一般    1,209

△        管理費

 3職員手当等   76,735   　人件費

 4用地事務費            405

△        　人件費

 4共済費   59,664

 8旅費    △ 20

18負担金補助      405

  及び交付金

 2

人事管理費  156,871 △ 5,509  151,362 △ 5,509  1報酬 △ 3,781  1職員研修費       △ 5,509

  　人件費

 3職員手当等   △ 804

 4共済費   △ 753

 8旅費   △ 171

 6

会計管理費  102,718    6,307  109,025    6,307  2給料    2,924  1会計事務費          6,307

  　人件費

 3職員手当等    1,673

補正額の財源内訳 節

補正額の財源内訳 節
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款 2 総務費   項 1 総務管理費 （単位　千円）

目 補正前 補正額 計 説　明

の額 特定財源 一般財源 区分 金額

 4共済費    1,710

 8        2        2 債

地域振興費 ,159,332  783,874 ,943,206  263,200  520,671  1報酬      367  1行政サービスセン  342,623

他   ター費

       3   　(1) 人件費       23,118

 2給料   55,306   　(2) 事業費      319,505

 2中核型地区センタ  360,680

  ー費

 3職員手当等   30,717   　(1) 人件費           69

  　(2) 事業費      360,611

 3地区センター費     80,571

 4共済費   17,368   　人件費

10需用費    1,905

12委託料   31,211

14工事請負費  647,000

12

とやま市民   93,387    2,020   95,407    2,020  2給料      200  1とやま市民交流館    2,020

交流館費   管理運営事務費

  　人件費

 3職員手当等    1,331

 4共済費      489

13 △      △      △                         △

スポーツ振  272,073   14,978  257,095   14,978 18負担金補助   14,978  1スポーツ団体育成   14,978

興費   及び交付金   事業費

  　人件費

14        1        1

スポーツ施 ,295,078 △ 2,310 ,292,768 △ 2,310 12委託料    1,291  1体育施設管理運営 △ 2,310

設費   費

  　(1) 人件費     △ 3,601

18負担金補助 △ 3,601   　(2) 事業費        1,291

  及び交付金

       9       10 債

計 ,847,660  396,520 ,244,180  263,200  133,325

他

    △ 5

補正額の財源内訳 節
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款 2 総務費   項 2 企画費 （単位　千円）

目 補正前 補正額 計 説　明

の額 特定財源 一般財源 区分 金額

 1

企画総務費  386,547   12,904  399,451   12,904  2給料    8,634  1企画一般管理費     12,904

  　人件費

 3職員手当等      716

 4共済費    3,554

 5        1        1 他

情報管理費 ,019,687   12,760 ,032,447   12,760 12委託料   12,760  1情報管理事務費     12,760

 6

外国語専門  256,290    1,865  258,155    1,865  2給料    1,314  1管理運営事務費      1,865

学校費   　人件費

 3職員手当等      158

 4共済費      393

 8

ガラス美術  563,040 △ 4,769  558,271 △ 4,769  2給料 △ 1,658  1管理運営事務費   △ 4,769

館費   　人件費

 3職員手当等 △ 2,613

 4共済費   △ 498

       8        8 他

計 ,798,119   22,760 ,820,879   12,760   10,000

款 2 総務費   項 3 徴税費 （単位　千円）

目 補正前 補正額 計 説　明

の額 特定財源 一般財源 区分 金額

 1 他 △      △                         △

税務総務費  911,148   △ 474  910,674   30,000   30,474  2給料   37,443  1税務事務費         30,474

                   △

△        　(1) 人件費       72,679

 3職員手当等   26,267   　(2) 事業費       42,205

 2ふるさとぬくもり   30,000

  基金費

 4共済費 △ 8,969

11役務費    1,004

12委託料   36,790

13使用料及び    4,411

  賃借料

補正額の財源内訳 節

補正額の財源内訳 節
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款 2 総務費   項 3 徴税費 （単位　千円）

目 補正前 補正額 計 説　明

の額 特定財源 一般財源 区分 金額

24積立金   30,000

 2 他

賦課徴収費  609,364   10,982  620,346       26   10,956  1報酬    7,856  1賦課徴収事務費      6,212

  　人件費

 2債権管理対策事務    4,770

 3職員手当等    1,369   費

  　人件費

 4共済費    1,496

 8旅費      261

       1        1 他 △      

計 ,520,512   10,508 ,531,020   30,026   19,518

款 2 総務費   項 4 戸籍住民基本台帳費 （単位　千円）

目 補正前 補正額 計 説　明

の額 特定財源 一般財源 区分 金額

 1 国    △ △      

戸籍住民基  913,907    2,092  915,999   44,305   46,458  1報酬   13,782  1戸籍事務費         46,463

本台帳費 他   　人件費

   △ 61                    △

 2給料   29,283  2住民基本台帳ネッ   44,371

  トワークシステム

△        費

 3職員手当等   16,504   　人件費

 4共済費    6,157

 8旅費 △ 3,062

国    △

計  914,063    2,092  916,155   44,305   46,458

他

   △ 61

款 2 総務費   項 5 選挙費 （単位　千円）

目 補正前 補正額 計 説　明

の額 特定財源 一般財源 区分 金額

 1

選挙管理委   42,310    8,871   51,181    8,871  2給料    4,158  1選挙管理委員会費    8,871

員会費   　人件費

 3職員手当等    2,549

節

補正額の財源内訳 節

補正額の財源内訳 節

補正額の財源内訳
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款 2 総務費   項 5 選挙費 （単位　千円）

目 補正前 補正額 計 説　明

の額 特定財源 一般財源 区分 金額

 4共済費    2,164

計  400,242    8,871  409,113    8,871

款 2 総務費   項 6 統計調査費 （単位　千円）

目 補正前 補正額 計 説　明

の額 特定財源 一般財源 区分 金額

 1 △      △                         △

統計調査総   44,489   10,071   34,418   10,071  2給料 △ 4,753  1統計事務費         10,071

務費   　人件費

 3職員手当等 △ 3,690

 4共済費 △ 1,628

△      △      

計   71,718   10,071   61,647   10,071

款 2 総務費   項 7 監査委員費 （単位　千円）

目 補正前 補正額 計 説　明

の額 特定財源 一般財源 区分 金額

 1

監査委員費   76,385   12,066   88,451   12,066  2給料    5,553  1監査委員事務費     12,066

  　人件費

 3職員手当等    4,583

 4共済費    1,930

計   76,385   12,066   88,451   12,066

      21       22 国    △

合計 ,628,699  442,746 ,071,445   44,305  181,131

債

 263,200

他

  42,720

款 3 民生費   項 1 社会福祉費 （単位　千円）

目 補正前 補正額 計 説　明

の額 特定財源 一般財源 区分 金額

 1        1 △             1 他 △                         △

社会福祉総 ,749,268   12,325 ,736,943   21,972   34,297  1報酬    8,256  1社会福祉一般管理   34,835

務費   費

△        　人件費

 2給料   20,382  2新型コロナウイル   22,510

  ス感染症対策基金

  費

補正額の財源内訳 節

補正額の財源内訳 節

補正額の財源内訳 節

補正額の財源内訳 節
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款 3 民生費   項 1 社会福祉費 （単位　千円）

目 補正前 補正額 計 説　明

の額 特定財源 一般財源 区分 金額

△      

 3職員手当等   19,578

 4共済費 △ 3,512

 8旅費      381

24積立金   22,510

 2        9        9 他

障害者福祉 ,968,924    1,590 ,970,514        4    1,586  1報酬    1,214  1心身障害者福祉事    1,590

費   業費

  　人件費

 3職員手当等      137

 4共済費      215

 8旅費       24

 5 国

国民年金費   80,605 △ 5,731   74,874 △ 5,731  2給料 △ 2,468  1基礎年金等事務費 △ 5,731

  　人件費

 3職員手当等 △ 2,330

 4共済費   △ 933

 6        6        6

後期高齢者 ,345,765   △ 975 ,344,790   △ 975 27繰出金   △ 975  1後期高齢者医療事   △ 975

医療費   業特別会計繰出金

  　人件費

 7        6 △             6 △      △                         △

介護保険費 ,779,029   17,238 ,761,791   17,238 27繰出金   17,238  1介護保険事業特別   17,238

  会計繰出金

  　人件費

 8        2        2

国民健康保 ,404,394 △ 4,524 ,399,870 △ 4,524 27繰出金 △ 4,524  1国民健康保険事業 △ 4,524

険費   特別会計繰出金

  　(1) 人件費     △ 5,524

  　(2) 事業費        1,000

      29 △            29 国 △      

計 ,199,313   39,203 ,160,110 △ 5,731   55,448

他

  21,976

補正額の財源内訳 節
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款 3 民生費   項 2 児童福祉費 （単位　千円）

目 補正前 補正額 計 説　明

の額 特定財源 一般財源 区分 金額

 1        3        3 国

児童福祉総 ,250,445   84,649 ,335,094   25,563   53,313  1報酬    4,060  1児童福祉一般管理      644

務費 県   費

   5,769   　人件費

他  2給料   △ 243  2私立保育所等補助   69,156

       4   事業費

 3子育て支援事業費      741

 3職員手当等 △ 2,219   　人件費

 4児童手当事務事業   14,108

  費

 4共済費   △ 403

 8旅費      190

12委託料   14,108

18負担金補助   49,925

  及び交付金

22償還金利子   19,231

  及び割引料

 2       16       16 国

児童措置費 ,833,172  108,013 ,941,185    2,783  104,478 19扶助費    2,557  1助産施設事業費      2,557

県  2私立保育所等管理   94,943

     752   運営費

22償還金利子  105,456  3子育て世帯への臨   10,513

  及び割引料   時特別給付金支給

  事業費

 4        1        1 国

障害児福祉 ,245,871  207,362 ,453,233  103,681   51,841 19扶助費  207,362  1障害児通所給付事  207,362

費 県   業費

  51,840

 5        4 △             4 他 △      △                         △

保育所費 ,859,033  165,588 ,693,445   △ 307  165,281  1報酬   29,637  1市立保育所管理運  182,579

  営費

△        　人件費

 2給料   63,759  2病児・病後児保育   16,991

  事業費

△      

 3職員手当等   47,702

△      

 4共済費   32,477

 8旅費 △ 9,004

22償還金利子   16,991

  及び割引料

補正額の財源内訳 節
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款 3 民生費   項 2 児童福祉費 （単位　千円）

目 補正前 補正額 計 説　明

の額 特定財源 一般財源 区分 金額

 6

児童養護施  229,140 △ 2,136  227,004 △ 2,136  2給料   △ 941  1児童養護施設事業 △ 2,136

設費   費

  　人件費

 3職員手当等 △ 1,195

      29       30 国

計 ,839,966  232,300 ,072,266  132,027   42,215

県

  58,361

他

  △ 303

款 3 民生費   項 3 生活保護費 （単位　千円）

目 補正前 補正額 計 説　明

の額 特定財源 一般財源 区分 金額

 1

生活保護総  396,734 △ 8,726  388,008 △ 8,726  2給料 △ 3,827  1生活保護事務費   △ 8,726

務費   　人件費

 3職員手当等 △ 4,465

 4共済費   △ 434

 2        3        4 国

扶助費 ,965,379  537,083 ,502,462  402,811  134,272 19扶助費  537,083  1生活保護事業費    537,083

       4        4 国

計 ,362,113  528,357 ,890,470  402,811  125,546

款 3 民生費   項 4 市民生活費 （単位　千円）

目 補正前 補正額 計 説　明

の額 特定財源 一般財源 区分 金額

 1

市民生活総  265,024    3,150  268,174    3,150  2給料    1,728  1市民生活一般管理    3,150

務費   費

  　人件費

 3職員手当等      774

 4共済費      648

計  403,213    3,150  406,363    3,150

補正額の財源内訳 節

補正額の財源内訳 節

補正額の財源内訳 節
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款 3 民生費   項 5 青少年女性費 （単位　千円）

目 補正前 補正額 計 説　明

の額 特定財源 一般財源 区分 金額

 1 △      他 △                         △

青少年女性  100,429   10,893   89,536        4   10,897  1報酬    1,348  1青少年女性一般管   10,893

費   理費

  　人件費

 2給料 △ 6,947

 3職員手当等 △ 3,260

 4共済費 △ 2,095

 8旅費       61

 2 他

少年指導セ   18,895    2,041   20,936        3    2,038  1報酬      773  1非行防止推進事業    2,041

ンター費   費

  　人件費

 2給料        7

 3職員手当等      590

 4共済費      484

 8旅費      187

他

計  119,324 △ 8,852  110,472        7 △ 8,859

      63       64 国

合計 ,928,930  715,752 ,644,682  529,107  106,604

県

  58,361

他

  21,680

款 4 衛生費   項 1 保健衛生費 （単位　千円）

目 補正前 補正額 計 説　明

の額 特定財源 一般財源 区分 金額

 1

保健衛生総  720,969   68,065  789,034   68,065  1報酬    3,841  1保健衛生一般管理   68,065

務費   費

  　人件費

 2給料   28,200

 3職員手当等   26,638

 4共済費    9,185

補正額の財源内訳 節

補正額の財源内訳 節
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款 4 衛生費   項 1 保健衛生費 （単位　千円）

目 補正前 補正額 計 説　明

の額 特定財源 一般財源 区分 金額

 8旅費      201

 2 国

母子保健事  773,661   51,710  825,371   10,000   41,705  1報酬    1,541  1母子保健一般管理 △ 3,433

業費 他   費

       5   　人件費

 2給料 △ 2,782  2切れ目ない子育て   55,143

  支援体制構築事業

  費

 3職員手当等 △ 1,526

 4共済費   △ 721

 8旅費       55

12委託料   10,000

22償還金利子   45,143

  及び割引料

 5        2        2        4 国     1                           2

予防費 ,112,524 ,029,524 ,142,048 ,868,109  161,415  1報酬   13,180  1感染症事業費     ,029,524

 3職員手当等    8,707

 4共済費    1,758

 7報償費   39,600

 8旅費      338

10需用費   48,192

11役務費   49,363

       1

12委託料 ,660,603

13使用料及び    2,344

  賃借料

17備品購入費    3,747

補正額の財源内訳 節
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款 4 衛生費   項 1 保健衛生費 （単位　千円）

目 補正前 補正額 計 説　明

の額 特定財源 一般財源 区分 金額

19扶助費  201,692

 7

衛生検査費   55,332      753   56,085      753  1報酬      753  1狂犬病予防費          753

  　人件費

 9

看護専門学  112,627    7,355  119,982    7,355  2給料    4,468  1管理運営事務費      7,355

校費   　人件費

 3職員手当等    1,394

 4共済費    1,493

10

診療所費   39,225 △ 7,453   31,772 △ 7,453 27繰出金 △ 7,453  1まちなか診療所事 △ 7,453

  業特別会計繰出金

  　人件費

       5        2        7 国     1

計 ,603,233 ,149,954 ,753,187 ,878,109  271,840

他

       5

款 4 衛生費   項 2 環境衛生費 （単位　千円）

目 補正前 補正額 計 説　明

の額 特定財源 一般財源 区分 金額

 1        1        1 他

環境衛生総 ,971,659 △ 9,513 ,962,146       14 △ 9,527  1報酬    3,901  1環境衛生一般管理 △ 9,513

務費   費

  　人件費

 2給料 △ 5,089

 3職員手当等 △ 6,731

 4共済費 △ 1,125

 8旅費      406

18負担金補助   △ 875

  及び交付金

 4 他

し尿処理費  489,456      968  490,424        2      966  1報酬      773  1つばき園費            968

  　人件費

 3職員手当等      164

補正額の財源内訳 節

補正額の財源内訳 節
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款 4 衛生費   項 2 環境衛生費 （単位　千円）

目 補正前 補正額 計 説　明

の額 特定財源 一般財源 区分 金額

 4共済費        1

 8旅費       30

 5        3        3

生活環境費 ,210,568 △ 2,589 ,207,979 △ 2,589  1報酬 △ 1,872  1斎場管理費       △ 2,589

  　人件費

 2給料      345

 3職員手当等   △ 725

 4共済費   △ 333

 8旅費     △ 4

 7

地球温暖化  180,852    5,000  185,852    5,000 18負担金補助    5,000  1新エネルギー推進    5,000

対策費   及び交付金   事業費

       7        7 他

計 ,058,009 △ 6,134 ,051,875       16 △ 6,150

      12        2       14 国     1

合計 ,661,242 ,143,820 ,805,062 ,878,109  265,690

他

      21

款 5 労働費   項 1 労働諸費 （単位　千円）

目 補正前 補正額 計 説　明

の額 特定財源 一般財源 区分 金額

 1 県

労働諸費  669,559   25,374  694,933    4,350    2,024  2給料       38  1労政事務費            574

他   　人件費

  19,000  2勤労者雇用対策費    5,800

 3職員手当等      420  3勤労総合福祉セン   19,000

  ター事業費

 4共済費      116

18負担金補助    5,800

  及び交付金

20貸付金   19,000

補正額の財源内訳 節

補正額の財源内訳 節
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款 5 労働費   項 1 労働諸費 （単位　千円）

目 補正前 補正額 計 説　明

の額 特定財源 一般財源 区分 金額

県

計  671,039   25,374  696,413    4,350    2,024

他

  19,000

款 6 農林水産業費   項 1 農業費 （単位　千円）

目 補正前 補正額 計 説　明

の額 特定財源 一般財源 区分 金額

 1

農業委員会  102,283    9,014  111,297    9,014  2給料    3,730  1農業委員会運営事    9,014

費   務費

  　人件費

 3職員手当等    3,086

 4共済費    2,198

 2 他

農業総務費  322,172 △ 6,533  315,639    △ 12 △ 6,521  1報酬 △ 3,336  1農業総務一般管理 △ 6,533

  費

  　人件費

 2給料 △ 1,130

 3職員手当等 △ 1,138

 4共済費   △ 816

 8旅費   △ 113

 5

農業技術特  100,559    5,542  106,101    5,542  2給料    3,522  1営農サポートセン    5,542

産振興費   ター管理運営費

  　人件費

 3職員手当等      781

 4共済費    1,239

 6 他

山村振興費  338,704   36,641  375,345   35,000    1,641 18負担金補助    1,641  1山村振興対策事業   36,641

  及び交付金   費

  　(1) 人件費        1,641

20貸付金   35,000   　(2) 事業費       35,000

 7

公設地方卸  128,124 △ 3,480  124,644 △ 3,480 27繰出金 △ 3,480  1公設地方卸売市場 △ 3,480

売市場費   事業特別会計繰出

  金

  　人件費

補正額の財源内訳 節

補正額の財源内訳 節
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款 6 農林水産業費   項 1 農業費 （単位　千円）

目 補正前 補正額 計 説　明

の額 特定財源 一般財源 区分 金額

       1        1 他

計 ,782,155   41,184 ,823,339   34,988    6,196

款 6 農林水産業費   項 2 農地費 （単位　千円）

目 補正前 補正額 計 説　明

の額 特定財源 一般財源 区分 金額

 1 他

農地総務費  161,478   16,726  178,204    △ 12   16,738  1報酬 △ 3,296  1農地事務費         16,726

  　人件費

 2給料   11,243

 3職員手当等    6,213

 4共済費    2,750

 8旅費   △ 184

 2        1        1 債

土地改良費 ,150,627    9,812 ,160,439    6,200    3,608  1報酬    1,214  1小規模土地改良事    9,812

他   業費補助金

       4   　(1) 人件費        1,632

 3職員手当等      137   　(2) 事業費        8,180

 4共済費      226

 8旅費       55

18負担金補助    8,180

  及び交付金

 4        1        1

農業集落排 ,006,607    9,553 ,016,160    9,553 27繰出金    9,553  1農業集落排水事業    9,553

水費   特別会計繰出金

  　人件費

       2        2 債

計 ,322,800   36,091 ,358,891    6,200   29,899

他

    △ 8

款 6 農林水産業費   項 3 林業費 （単位　千円）

目 補正前 補正額 計 説　明

の額 特定財源 一般財源 区分 金額

 1

林業総務費  124,831    2,814  127,645    2,814  2給料    1,049  1林業事務費          2,814

  　人件費

補正額の財源内訳 節

補正額の財源内訳 節

補正額の財源内訳 節
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款 6 農林水産業費   項 3 林業費 （単位　千円）

目 補正前 補正額 計 説　明

の額 特定財源 一般財源 区分 金額

 3職員手当等    1,116

 4共済費      649

計  472,729    2,814  475,543    2,814

款 6 農林水産業費   項 4 水産業費 （単位　千円）

目 補正前 補正額 計 説　明

の額 特定財源 一般財源 区分 金額

 1

水産業総務   32,919 △ 2,757   30,162 △ 2,757  2給料 △ 1,445  1水産事務費       △ 2,757

費   　人件費

 3職員手当等 △ 1,157

 4共済費   △ 155

計  231,331 △ 2,757  228,574 △ 2,757

       4        4 債

合計 ,809,015   77,332 ,886,347    6,200   36,152

他

  34,980

款 7 商工費   項 1 商工費 （単位　千円）

目 補正前 補正額 計 説　明

の額 特定財源 一般財源 区分 金額

 1 他 △                         △

商工総務費  655,033  247,283  902,316  293,275   45,992  1報酬    3,296  1商工一般管理事務   45,980

  費

△        　人件費

 2給料   23,540  2減債基金費        293,263

△      

 3職員手当等   18,140

 4共済費 △ 7,760

 8旅費      164

24積立金  293,263

 2 国

商業振興費  416,241   20,000  436,241   18,000    2,000 18負担金補助   20,000  1商店街等活性化推   20,000

  及び交付金   進費

補正額の財源内訳 節

補正額の財源内訳 節

補正額の財源内訳 節
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款 7 商工費   項 1 商工費 （単位　千円）

目 補正前 補正額 計 説　明

の額 特定財源 一般財源 区分 金額

 7

物産振興費   56,216    5,339   61,555    5,339 18負担金補助    5,339  1岩瀬カナル会館事    5,339

  及び交付金   業費

  　人件費

 8        1        1

観光振興費 ,514,787    1,821 ,516,608    1,821 18負担金補助    1,821  1立山山麓活性化事    1,821

  及び交付金   業費

  　人件費

 9

企業団地造  121,686    6,291  127,977    6,291 27繰出金    6,291  1企業団地造成事業    6,291

成費   特別会計繰出金

       5        5 国 △      

計 ,038,064  280,734 ,318,798   18,000   30,541

他

 293,275

款 8 土木費   項 1 土木管理費 （単位　千円）

目 補正前 補正額 計 説　明

の額 特定財源 一般財源 区分 金額

 1        1 債

土木総務費  903,097  136,818 ,039,915   44,200   92,618 10需用費   47,954  1防災事務費        136,818

12委託料   56,211

17備品購入費   32,653

       1 債

計  903,097  136,818 ,039,915   44,200   92,618

款 8 土木費   項 2 道路橋りょう費 （単位　千円）

目 補正前 補正額 計 説　明

の額 特定財源 一般財源 区分 金額

 1

道路橋りょ  158,513    6,652  165,165    6,652  2給料    4,023  1道路橋りょう一般    6,652

う総務費   管理費

  　人件費

 3職員手当等      963

 4共済費    1,666

 2        3        3

道路維持費 ,128,177    8,350 ,136,527    8,350  2給料    3,970  1道路維持管理費      8,350

  　人件費

 3職員手当等    2,543

補正額の財源内訳 節

補正額の財源内訳 節

補正額の財源内訳 節
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款 8 土木費   項 2 道路橋りょう費 （単位　千円）

目 補正前 補正額 計 説　明

の額 特定財源 一般財源 区分 金額

 4共済費    1,837

 4        1        1

橋りょう維 ,342,665   56,738 ,399,403   56,738  2給料 △ 2,364  1橋りょう維持補修   56,738

持費   事業費

  　(1) 人件費     △ 3,262

 3職員手当等   △ 369     (2) 事業費       60,000

 4共済費   △ 529

14工事請負費   60,000

       6        6

計 ,073,574   71,740 ,145,314   71,740

款 8 土木費   項 3 河川水路費 （単位　千円）

目 補正前 補正額 計 説　明

の額 特定財源 一般財源 区分 金額

 1

河川水路総   38,773 △ 4,083   34,690 △ 4,083  2給料 △ 1,660  1河川水路事務費   △ 4,083

務費   　人件費

 3職員手当等 △ 1,297

 4共済費 △ 1,126

計  835,058 △ 4,083  830,975 △ 4,083

款 8 土木費   項 5 都市計画費 （単位　千円）

目 補正前 補正額 計 説　明

の額 特定財源 一般財源 区分 金額

 1 他

都市計画総  861,666 △ 3,959  857,707        4 △ 3,963  1報酬      718  1都市計画管理費   △ 3,959

務費   　人件費

 2給料      620

 3職員手当等 △ 5,562

 4共済費       87

 8旅費      178

補正額の財源内訳 節

補正額の財源内訳 節

補正額の財源内訳 節
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款 8 土木費   項 5 都市計画費 （単位　千円）

目 補正前 補正額 計 説　明

の額 特定財源 一般財源 区分 金額

 3

街路事業費  734,858 △ 2,582  732,276 △ 2,582  2給料 △ 1,036  1街路整備事業費   △ 2,582

  　人件費

 3職員手当等 △ 1,081

 4共済費   △ 465

 4        2 △             2 他 △      

公園費 ,517,866   18,201 ,499,665     △ 5   18,196  1報酬 △ 1,314  1公園管理費       △ 6,201

  　人件費

                   △

 2給料 △ 2,442  2ファミリーパーク   12,000

  費

  　人件費

 3職員手当等 △ 1,796

 4共済費   △ 590

 8旅費    △ 59

△      

18負担金補助   12,000

  及び交付金

 7        1        1

公共交通対 ,726,934    1,327 ,728,261    1,327 10需用費    1,327  1生活交通対策事業    1,327

策費   費

      13 △            13 他 △      

計 ,908,516   23,415 ,885,101     △ 1   23,414

款 8 土木費   項 6 住宅費 （単位　千円）

目 補正前 補正額 計 説　明

の額 特定財源 一般財源 区分 金額

 1 △      △      △                         △

住宅管理費  678,946   35,742  643,204   35,742  2給料   19,653  1市営住宅管理費     35,742

  　人件費

△      

 3職員手当等   10,008

 4共済費 △ 6,081

△      △      

計  723,230   35,742  687,488   35,742

      22       22 債

合計 ,474,004  145,318 ,619,322   44,200  101,119

他

    △ 1

補正額の財源内訳 節

補正額の財源内訳 節
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款 9 消防費   項 1 消防費 （単位　千円）

目 補正前 補正額 計 説　明

の額 特定財源 一般財源 区分 金額

 1        3 △             3 △      △                         △

常備消防費 ,799,722   22,518 ,777,204   22,518  2給料   11,118  1一般事務費         22,518

  　人件費

△      

 3職員手当等   17,403

 4共済費    6,003

       4 △             4 △      

計 ,490,443   22,518 ,467,925   22,518

款10 教育費   項 1 教育総務費 （単位　千円）

目 補正前 補正額 計 説　明

の額 特定財源 一般財源 区分 金額

 2        1 △             1 △      △                         △

事務局費 ,245,024   22,817 ,222,207   22,817  2給料   11,918  1事務局一般管理費   23,378

  　人件費

 2学校保健事務費        561

 3職員手当等 △ 8,606   　人件費

 4共済費 △ 2,854

18負担金補助      561

  及び交付金

 5 他

教育センタ  141,021    5,329  146,350        5    5,324  1報酬    1,561  1教育センター管理    5,329

ー費   運営事務費

  　人件費

 2給料    2,415

 3職員手当等       52

 4共済費    1,098

 8旅費      203

 6

野外教育活   84,561   12,418   96,979   12,418  2給料   △ 152  1野外教育活動セン   12,418

動センター   ター管理運営事務

費   費

 3職員手当等      338   　人件費

 4共済費       74

補正額の財源内訳 節

補正額の財源内訳 節
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款10 教育費   項 1 教育総務費 （単位　千円）

目 補正前 補正額 計 説　明

の額 特定財源 一般財源 区分 金額

18負担金補助   12,158

  及び交付金

       1        1 他

計 ,882,430 △ 5,070 ,877,360        5 △ 5,075

款10 教育費   項 2 小学校費 （単位　千円）

目 補正前 補正額 計 説　明

の額 特定財源 一般財源 区分 金額

 1        3        3 国

学校管理費 ,606,365   37,857 ,644,222    8,100   29,775  1報酬    3,951  1総務学校管理事務 △ 3,243

他   費

   △ 18   　人件費

 2給料    2,807  2統合校の新設事業   33,000

  費

 3新型コロナウイル    8,100

 3職員手当等 △ 6,940   ス感染症対策事業

  費

 4共済費 △ 1,536

 8旅費 △ 1,525

12委託料   33,000

17備品購入費    8,100

       7        7 国

計 ,919,213   37,857 ,957,070    8,100   29,775

他

   △ 18

款10 教育費   項 3 中学校費 （単位　千円）

目 補正前 補正額 計 説　明

の額 特定財源 一般財源 区分 金額

 1        4        4 国                    △

学校管理費 ,777,547    △ 44 ,777,503    3,250 △ 3,290  1報酬    2,580  1総務学校管理事務   22,294

他   費

    △ 4 △        　人件費

 2給料   11,590  2統合校の新設事業   19,000

  費

 3新型コロナウイル    3,250

 3職員手当等 △ 8,014   ス感染症対策事業

  費

 4共済費 △ 4,260

 8旅費 △ 1,010

補正額の財源内訳 節

補正額の財源内訳 節

補正額の財源内訳 節
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款10 教育費   項 3 中学校費 （単位　千円）

目 補正前 補正額 計 説　明

の額 特定財源 一般財源 区分 金額

12委託料   19,000

17備品購入費    3,250

 4 他

給食センタ  460,997      967  461,964        2      965  1報酬      773  1給食センター管理      967

ー費   事務費

  　人件費

 3職員手当等       93

 4共済費      132

 8旅費    △ 31

       8        8 国

計 ,257,459      923 ,258,382    3,250 △ 2,325

他

    △ 2

款10 教育費   項 4 幼稚園費 （単位　千円）

目 補正前 補正額 計 説　明

の額 特定財源 一般財源 区分 金額

 1 △      他 △      △                         △

幼稚園費  536,248   34,908  501,340    △ 66   34,842  1報酬   14,634  1総務事務費         34,908

  　人件費

 2給料 △ 5,815

 3職員手当等 △ 8,746

 4共済費 △ 4,214

 8旅費 △ 1,499

△      他 △      

計  536,248   34,908  501,340    △ 66   34,842

款10 教育費   項 5 社会教育費 （単位　千円）

目 補正前 補正額 計 説　明

の額 特定財源 一般財源 区分 金額

 1

社会教育総  228,079    1,464  229,543    1,464  2給料      995  1一般管理事務費      1,464

務費   　人件費

 3職員手当等   △ 158

補正額の財源内訳 節

補正額の財源内訳 節

補正額の財源内訳 節
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款10 教育費   項 5 社会教育費 （単位　千円）

目 補正前 補正額 計 説　明

の額 特定財源 一般財源 区分 金額

 4共済費      627

 2

文化費  148,642      900  149,542      900 12委託料      900  1猪谷関所館管理運      900

  営費

 3 他

公民館費  820,997 △ 8,044  812,953    △ 39 △ 8,005  1報酬 △ 1,824  1管理運営事務費   △ 8,044

  　人件費

 3職員手当等 △ 2,974

 4共済費 △ 2,874

 8旅費   △ 372

 4

郷土博物館  103,881    1,814  105,695    1,814  1報酬      183  1管理運営事務費      1,814

費   　人件費

 2給料      179

 3職員手当等    1,169

 4共済費      283

 5 他

民俗民芸村  168,681   14,347  183,028     △ 5   14,352  1報酬 △ 1,115  1管理運営事務費     14,347

費   　人件費

 2給料    9,233

 3職員手当等    3,834

 4共済費    2,629

 8旅費   △ 234

 6

図書館費  767,702   13,294  780,996   13,294  2給料    6,893  1管理運営事務費     13,294

  　人件費

 3職員手当等    4,218

 4共済費    2,183

補正額の財源内訳 節
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款10 教育費   項 5 社会教育費 （単位　千円）

目 補正前 補正額 計 説　明

の額 特定財源 一般財源 区分 金額

 7

科学博物館  239,207    3,168  242,375    3,168  2給料    1,564  1管理運営事務費      3,168

費   　人件費

 3職員手当等      808

 4共済費      796

 8 他

市民学習セ  225,115    5,092  230,207    △ 12    5,104  1報酬 △ 3,302  1管理運営事務費        296

ンター費   　人件費

 2大沢野生涯学習セ    4,796

 2給料    4,967   ンター管理運営費

  　人件費

 3職員手当等    2,395

 4共済費    1,032

       2        2 他

計 ,702,304   32,035 ,734,339    △ 56   32,091

      21       21 国

合計 ,297,654   30,837 ,328,491   11,350   19,624

他

  △ 137

補正額の財源内訳 節
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給　　与　　費　　明　　細　　書

１　　特　　別　　職

給　　　　　与　　　　　費

区　　　分 職員数 期末手当 共済費 合　計 備　考

報　酬 給　料 （千円） 地域手当 計
年間支給率

（人） （千円） （千円） （月分） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円）

3 34,332 11,065 134 45,531 7,000 52,531

(3.25)
補

38 274,600 92,524 367,124 87,092 454,216

(3.25)
正

85 37,756 24,300 9,053 267 71,376 6,331 77,707

(3.25)
後

126 312,356 58,632 112,642 401 484,031 100,423 584,454

3 34,332 11,480 134 45,946 6,924 52,870

(3.35)
補

38 274,600 95,854 370,454 87,092 457,546

(3.35)
正

85 37,756 24,300 9,346 328 71,730 6,370 78,100

(3.35)
前

126 312,356 58,632 116,680 462 488,130 100,386 588,516

△ 415 △ 415 76 △ 339

比
△ 3,330 △ 3,330 △ 3,330

△ 293 △ 61 △ 354 △ 39 △ 393
較

△ 4,038 △ 61 △ 4,099 37 △ 4,062

通勤手当
　 △61

計
通勤手当
　 △61

その他の
特 別 職

議 員

長 等

議 員

通勤手当
    462

計

通勤手当
　  134

通勤手当
　 267

通勤手当
　  134

通勤手当
　  328

その他の
特 別 職

計
通勤手当
    401

その他
の手当

長 等

議 員

その他の
特 別 職

長 等
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２　　一　　般　　職　（会計年度任用職員以外の職員）

　（１）総　　括

給　　　　　与　　　　　費

区   分 職員数
報　酬 給　料 職員手当 計

共済費 合　計 備     考

（人） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円）

(53)

3,008

(55)

3,076

(△ 2)

△ 68

※（      ）内は、短時間勤務職員数で外数

区　分
管 理 職
手　  当

初任給
調  整
手  当

扶養手当 地域手当 住居手当 通勤手当
単身赴任
手　　当

特殊勤務
手　　当

（千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円）

補正後 318,607 10,506 275,998 350,400 155,613 244,778 93,931

補正前 281,198 10,507 272,148 357,678 149,661 259,119 91,533

職員手当
の 内 訳

比　較 37,409 △ 1 3,850 △ 7,278 5,952 △ 14,341 2,398

区　分
超過勤務
手　　当

休 日 給
宿 日 直
手    当

管理職員
特別勤務
手    当

期末手当 勤勉手当
寒 冷 地
手  　当

退職手当

（千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円）

補正後 881,551 187,751 71 6,876 2,431,723 1,918,218 2,360 1,015,109

補正前 895,082 187,751 102 1,800 2,610,078 1,947,518 2,124 1,015,109

比　較 △ 13,531 △ 31 5,076 △ 178,355 △ 29,300 236

22,395,508補 正 後 18,841,027

補 正 前

3,554,481

11,229,156 8,081,408

△ 44,616

3,599,097 22,909,661

△ 514,153

19,310,564

△ 469,537比    較 △ 281,621 △ 187,916

10,947,535 7,893,492
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　（２）給料及び職員手当の増減額の明細

区 分 増減額 増減事由別内訳 説　　　　 　明 備　　　　　　考

（千円） 　 （千円） （千円）

△ 281,621 給与改定に伴う増減分 0

昇 給 に 伴 う 増 加 分 0

そ の 他 の 増 減 分 △ 281,621

そ の 他 の 増 減 分 △ 35,133

△ 152,783 支給割合の引下げ

給 料

職員手当

△ 187,916 制度改正に伴う増減分 △ 152,783 期　末　手　当
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　（３）給料及び職員手当の状況

　　ア　職員１人当たり給料

区　　　　　　　　　　　　分 一 般 職 技 能 職 消 防 職 教 育 職 医 療 職

 平均給料月額(円) 307,827 282,925 307,875 441,233 526,060

 平 均 年 齢 (歳) 39.8 48.3 38.3 51.10 51.10

 平均給料月額(円) 307,343 282,749 305,841 438,700 549,625

 平 均 年 齢 (歳) 39.7 48.4 37.11 50.10 54.3

　　イ　初　　任　　給

区　　　　　分 一 般 職 技 能 職 消 防 職 教 育 職 医 療 職

（円） （円） （円） （円） （円）

高　　校　　卒 154,900 152,700 176,500

大　　学　　卒 188,700 215,800 202,300 274,500

令和３年１０月１日現在

令和２年１０月１日現在
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　　ウ　級　別　職　員　数

　 　 一　般　職 技　能　職 消　防　職 教　育　職 医　療　職

区　　　分
職員数 構成比 職員数 構成比 職員数 構成比 職員数 構成比 職員数 構成比

（人） （％） （人） （％） （人） （％） （人） （％） （人） （％）

令 1 0.2

和 9 0.4

3 15 0.7 5 1.1

年 52 2.4 11 2.3

10 294 13.7 11 2.3

月 202 9.5 24 5.1 1 33.3

(7) (70.0)

1 375 17.5 218 62.5 66 14.1 3 60.0

(28) (100.0) (15) (100.0) (3) (30.0)

日 558 26.0 85 24.3 140 29.9 2 66.7 1 20.0

現 283 13.2 7 2.0 67 14.3 1 20.0

在 356 16.6 39 11.2 144 30.7

(28) (100.0) (15) (100.0) (10) (100.0)

2,144 100.0 349 100.0 469 100.0 3 100.0 5 100.0

令

和 9 0.4 1 0.2

2 11 0.5 6 1.3

年 58 2.8 6 1.3

10 281 13.4 15 3.2

月 195 9.3 21 4.5 1 33.3

(9) (75.0)

1 368 17.6 213 59.7 66 14.2 3 75.0

(42) (100.0) (15) (100.0) (3) (25.0)

日 545 26.1 105 29.4 136 29.1 2 66.7 1 25.0

現 263 12.6 5 1.4 73 15.6

在 362 17.3 34 9.5 143 30.6

(42) (100.0) (15) (100.0) (12) (100.0)

2,092 100.0 357 100.0 467 100.0 3 100.0 4 100.0
※（      ）内は、短時間勤務職員で外数

９級

６級

５級

３級

１０級

９級

８級

７級

１級

計

４級

２級

１０級

８級

７級

２級

１級

計

６級

５級

４級

３級
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　　エ　期　末　手　当　・　勤　勉　手　当

１２月

（月分） （月分） （月分）

（1.075）

2.075

（1.175）

2.225

（1.175）

2.225

※（　　　）内は、再任用職員の標準的な支給率

　　オ　定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

区　分 備考

　　カ　地　域　手　当

    支給対象職員数（人） 3,056 5

   基 づ く 支 給 率（％）

   国 の 指 定 基 準 に
3 16

富　山　市　内 富　山　市　内

    支　 給　 率  （％） 3 16

支 給 対 象 地 域
（医療職給料表適用者を除く） （医療職給料表適用者）

国の制度
(支給率等)

退職手当の調整額
(0円～95,400円)×60月

定年前早期退職特例措置
(2％～45％加算)

24.586875 33.27075 47.709 47.709

支給率等
定年前早期退職特例措置

(2％～45％加算)

有

有

６　月

支給期別支給率

退職手当の調整額
(0円～65,000円)×60月

24.586875 33.27075 47.709 47.709

（2.35）

4.45

（2.35）

4.45

その他の加算措置等

区　　　分   職制上の段階、職務の
  級等による加算措置

備　　考

有補　正　後

支給率計

（2.25）

4.3

（1.175）

2.225

補　正　前

国　の　制　度

（1.175）

2.225

（1.175）

2.225

（月分）

20年勤続の者 25年勤続の者 35年勤続の者 最　高　限　度

（月分） （月分） （月分）
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  　キ　特　殊　勤　務　手　当

代　  表　  的　  な　  職 　 種

一　般　職 技　能　職

　給　料　総　額　に　対　す　る　比　率 （％）

　支給対象職員の比率（令和3年10月1日現在） （％）

　代表的な特殊勤務手当の名称  清掃業務手当、介護・保育等業務手当、消防業務手当

　　ク　そ の 他 の 手 当

区　　　　　分 国の制度との異同 差　　　異　　　の　　　内　　　容

　　満１６歳の年度初めから満２２歳の年度末までの子に対する加算額

　　月額　５，２００円 

　　交通用具使用者　月額　２，６００円～２４，２００円

全　職　種　　　　区　　　　　　　　　　　　分

　　借家・借間居住者基礎控除額　　１２，０００円

0.9 0.3 2.3

36.025.236.0

異　　な　　る

住　居　手　当

通　勤　手　当

扶　養　手　当 異　　な　　る

異　　な　　る
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３　　一　　般　　職　（会計年度任用職員）

　（１）総　　括

給　　　　　与　　　　　費

区   分 職 員 数
報　酬 給　料 職員手当 計

共済費 合　計 備     考

（人） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円）

(1,627)

(1,665)

(△ 38)

※（      ）内は、第１号会計年度任用職員数で外数

区　分 期末手当

（千円）

補正後 497,995

補正前 513,608

比　較 △ 15,613

　（２）報酬及び職員手当の増減額の明細

増減額 説     明 備     考

（千円） 　 （千円） （千円）

△ 21,649 △ 21,649 報酬 △ 21,649

△ 15,613 △ 15,613 期末手当 △ 15,613

補 正 後 2,459,456 497,995 2,957,451 421,598

2,481,105 513,608 2,994,713 449,562

3,379,049

職員手当
の 内 訳

3,444,275

比    較 △ 21,649 △ 15,613 △ 37,262 △ 27,964 △ 65,226

補 正 前

区　分 増減事由別内訳

報　　酬

職員手当

その他の増減分

その他の増減分
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過年度議決済に係る分（変更）

特 定 財 源
一 般
財 源

国（県）支出金

22,000

８ ２ 40,000 地方債 1,800 40,000 40,000 7.8

16,200

国（県）支出金

22,000

40,000 地方債 1,800 40,000 40,000 7.0

16,200

国（県）支出金

108,900

200,000 地方債 11,000 200,000 200,000 39.2

80,100

国（県）支出金

108,900

200,000 地方債 11,000 200,000 200,000 35.1

80,100

国（県）支出金

110,000

205,000 地方債 14,000 205,000 205,000 40.2

81,000

60,000 60,000 60,000 60,000

国（県）支出金

110,000

265,000 地方債 74,000 265,000 265,000 46.5

81,000

国（県）支出金

33,000

65,000 地方債 7,700 65,000

24,300

国（県）支出金

33,000

65,000 地方債 7,700 65,000

24,300

継続費についての前前年度末までの支出額、前年度末までの支出額又は支出額の
見込み及び当該年度以降の支出予定額並びに事業の進行状況等に関する調書の補正

（単位　千円）
 前年度
 末まで
 の支出
 (見込)
 額

 補正
 額

款 項 事   業   名

全　　　　体　　　　計　　　　画  翌年度
 以降支
 出予定
 額

 補正
 額

 補正
 後の
 額

継続費
の総額
に対す
る進捗
率(%)

年度 年割額

左 の 財 源 内 訳

令和
元

 前前年
 度末ま
 での支
 出額

当該年
度支出
予定額

 当該年
 度末ま
 での支
 出予定
 額

土

木

費

道

路

橋

り

ょ

う

費

 補正
 後の
 額

 補正
 後の
 額

 補正
 後の
 額

 補正
 前の
 額

 補正
 前の
 額

令和
２

 補正
 前の
 額

令和
３

令和
４

橋 り ょ う
維 持 補 修
事 業 費
八 田 橋
旧橋脚撤去

 補正
 前の
 額

 補正
 額

 補正
 額
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特 定 財 源
一 般
財 源

（単位　千円）
 前年度
 末まで
 の支出
 (見込)
 額

款 項 事   業   名

全　　　　体　　　　計　　　　画 継続費
の総額
に対す
る進捗
率(%)

年度 年割額

左 の 財 源 内 訳

 前前年
 度末ま
 での支
 出額

当該年
度支出
予定額

 翌年度
 以降支
 出予定
 額

 当該年
 度末ま
 での支
 出予定
 額

国（県）支出金

８ ２ 273,900

510,000 地方債 34,500 240,000 205,000 445,000 65,000 87.2

201,600

60,000 60,000 60,000 60,000

国（県）支出金

273,900

570,000 地方債 94,500 240,000 265,000 505,000 65,000 88.6

201,600

土

木

費

道

路

橋

り

ょ

う

費

 補正
 額

 補正
 後の
 額

橋 り ょ う
維 持 補 修
事 業 費
八 田 橋
旧橋脚撤去

 補正
 前の
 額

計
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　当該年度提出に係る分（追加）

期  間 金  額 期  間 金  額 一般財源

認知症高齢者等お
でかけあんしん損
害保険事業保険料
（令和３年度分）

974
令和３年度

～
令和４年度

974 974

富山駅北自転車駐
車場防犯システム
機械警備業務委託
費
（令和３年度分）

792 令和４年度 792 792

リフレッシュ事業
費
（令和３年度分）

70,000
令和３年度

～
令和４年度

70,000 国 13,200 56,800

市道整備事業費
（令和３年度分）

163,200
令和３年度

～
令和４年度

163,200 国 43,550 119,650

河川水路整備事業
費
（令和３年度分）

66,000
令和３年度

～
令和４年度

66,000
国
県

22,000
22,000

22,000

浸水対策事業費
（令和３年度分）

20,000
令和３年度

～
令和４年度

20,000 国 10,000 10,000

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書の補正

　　　(単位　千円)

限度額事　　　項

２年度末までの

支出（見込）額

３年度以降の

支出予定額
左の財源内訳

特定財源

- 46 -



（単位　千円）

補正前の額 補 正 額 補正後の額 補正前の額 補 正 額 補 正 後 の 額

1　普　通　債 19,478,800 313,600 19,792,400 156,069,343 313,600 156,382,943

4,114,300 44,200 4,158,500 64,336,460 44,200 64,380,660

491,200 6,200 497,400 5,354,708 6,200 5,360,908

3,474,400 263,200 3,737,600 12,289,854 263,200 12,553,054

29,516,700 313,600 29,830,300 247,803,045 313,600 248,116,645合　　計

(8)そ の 他

地方債の現在高の見込みに関する調書の補正

区　    分

３年度中増減見込み
３年度末現在高見込額

３年度中起債見込額

(1)土　　木

(2)農林水産
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後期高齢者医療事業特別会計 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 



議案第１９４号 

   令和３年度富山市後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第１

号） 

 令和３年度富山市の後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第１号）

は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ９７５千円を減額

し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１１，１６０，３５６

千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに

補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」に

よる。 

令和３年１２月１日提出 

 

               富山市長  藤 井 裕 久 
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第１表　歳入歳出予算補正
歳　入 (単位　千円）

款 項 補正前の額 補正額 計

 2 繰入金 6,345,765 △ 975 6,344,790

 1 一般会計繰入金 6,345,765 △ 975 6,344,790

11,161,331 △ 975 11,160,356歳　　　　入　　　　合　　　　計
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歳　出 (単位　千円）

款 項 補正前の額 補正額 計

 1 総務費 132,086 △ 975 131,111

 1 総務管理費 115,063 △ 976 114,087

 2 徴収費 17,023 1 17,024

11,161,331 △ 975 11,160,356歳　　　　出　　　　合　　　　計
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1 歳　入
款 2 繰入金   項 1 一般会計繰入金 （単位　千円）

目 補正前 補正額 計 説　明
の額 区分 金額

 1
事務費繰入 355,224   △ 975  354,249  1事務費繰入  △ 975  1事務費繰入金                       △ 975
金   金

       6        6
計 ,345,765   △ 975 ,344,790

歳入歳出予算事項別明細書

節
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2 歳　出
款 1 総務費   項 1 総務管理費 （単位　千円）

目 補正前 補正額 計 説　明

の額 特定財源 一般財源 区分 金額

 1 他

一般管理費  115,063   △ 976  114,087   △ 976  1報酬    1,336  1一般管理費         △ 976

  　人件費

 2給料 △ 3,337

 3職員手当等    1,439

 4共済費   △ 414

他

計  115,063   △ 976  114,087   △ 976

款 1 総務費   項 2 徴収費 （単位　千円）

目 補正前 補正額 計 説　明

の額 特定財源 一般財源 区分 金額

 1 他

徴収費   17,023        1   17,024        1  3職員手当等        1  1保険料徴収事務費        1

  　人件費

他

計   17,023        1   17,024        1

他

合計  132,086   △ 975  131,111   △ 975

補正額の財源内訳 節

補正額の財源内訳 節
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給　　与　　費　　明　　細　　書

１　　一　　般　　職　（会計年度任用職員以外の職員）

　（１）総　　括

給　　　　　与　　　　　費

区   分 職員数
報　酬 給　料 職員手当 計

共済費 合　計 備     考

（人） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円）

補 正 後 5 13,039 9,668 22,707 4,299 27,006

補 正 前 5 16,376 8,604 24,980 4,975 29,955

比    較 △ 3,337 1,064 △ 2,273 △ 676 △ 2,949

区　分
管 理 職
手　  当

初任給
調　整
手　当

扶養手当 地域手当 住居手当 通勤手当
単身赴任
手　　当

特殊勤務
手　　当

（千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円）

補正後 130 395 50 490 17

補正前 120 495 484 17

職員手当
の 内 訳

比　較 10 △ 100 50 6

区　分
超過勤務
手　　当

休 日 給
宿 日 直
手    当

管理職員
特別勤務
手    当

期末手当 勤勉手当
寒 冷 地
手　  当

退職手当

（千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円）

補正後 3,510 2,934 2,142

補正前 982 3,728 2,778

比　較 2,528 △ 794 △ 636
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　（２）給料及び職員手当の増減額の明細

区 分 増減額 増減事由別内訳 説　　　　　　明 備　　　　　　考

（千円） 　 （千円） （千円）

△ 3,337 給与改定に伴う増減分 0

昇 給 に 伴 う 増 加 分 0

そ の 他 の 増 減 分 △ 3,337

そ の 他 の 増 減 分 1,234

　（３）給料及び職員手当の状況

　　ア　職員１人当たり給料

区　　　　　　　　　　　　分 一  般  職

　　平均給料月額（円）

　　平 均 年 齢 （歳）

　　平均給料月額（円）

　　平 均 年 齢 （歳）

令 和 ２ 年 １ ０ 月 １ 日 現 在

令 和 ３ 年 １ ０ 月 １ 日 現 在

264,360

34.9

261,940

36.1

給 料

職員手当

期　末　手　当 △ 170 支給割合の引下げ制度改正に伴う増減分 △ 1701,064
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　　イ　級　別　職　員　数

　 　 一　　般　　職 　 　 一　　般　　職

区　　　分
職員数 構成比

区　　　分
職員数 構成比

（人） （％） （人） （％）

令 ９級 令 ９級

和 ８級 和 ８級

3 ７級 2 ７級

年 ６級 年 ６級

10 ５級 10 ５級

月 ４級 1 20.0 月 ４級 1 20.0

1 ３級 2 40.0 1 ３級 1 20.0

日 ２級 日 ２級 2 40.0

現 １級 2 40.0 現 １級 1 20.0

在 計 5 100.0 在 計 5 100.0

　　ウ　期 末 手 当 ・ 勤 勉 手 当

   職制上の段階、職務の

６　月 １２月

   級等による加算措置

(月分) (月分) (月分)

区　　　分

支給期別支給率

支給率計

有2.075

2.225

4.3

備   　　考

有

有

4.45

2.225

2.225

国 の 制 度 2.225 2.225

4.45補　正　前

補　正　後
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　　エ　地 域 手 当

　　オ　特 殊 勤 務 手 当

　　　　区　　　　　　　　　　　　分 一 般 職

（％）

　支給対象職員の比率（令和3年10月1日現在） （％）

　代表的な特殊勤務手当の名称 市税等賦課・徴収手当

　　カ　そ の 他 の 手 当

区　　　　　分 国の制度との異同 差　　　異　　　の　　　内　　　容

　　満１６歳の年度初めから満２２歳の年度末までの子に対する加算額
異　　な　　る

　　月額　５，２００円 

異　　な　　る 　　交通用具使用者　月額　２，６００円～２４，２００円

支 給 対 象 地 域 富  山  市  内

支   給   率  （％） 3

通　勤　手　当

扶　養　手　当

住　居　手　当 異　　な　　る

支給対象職員数（人） 5

　　借家・借間居住者基礎控除額　１２，０００円

  国 の 指 定 基 準 に
3

  基 づ く 支 給 率（％）

  給　料　総　額　に　対　す　る　比　率 0.1

0.0
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２　　一　　般　　職　（会計年度任用職員）

　（１）総　　括

給　　　　　与　　　　　費

区   分 職 員 数
報　酬 給　料 職員手当 計

共済費 合　計 備     考

（人） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円）

(4)

(3)

(1)

※（      ）内は、第１号会計年度任用職員数で外数

区　分 期末手当

（千円）

補正後 1,086

補正前 830

比　較 256

　（２）報酬及び職員手当の増減額の明細

増減額 説     明 備     考

（千円） 　 （千円） （千円）

1,336 1,336 報酬 1,336

256 256 期末手当 256

830 4,580 819 5,399

7,253補 正 後 5,086 1,086 6,172 1,081

比    較 1,336 256 1,592 262

報　　酬 その他の増減分

職員手当 その他の増減分

1,854

補 正 前 3,750

職員手当
の 内 訳

区　分 増減事由別内訳
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まちなか診療所事業特別会計 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 



議案第１９５号 

   令和３年度富山市まちなか診療所事業特別会計補正予算（第１ 

号） 

 令和３年度富山市のまちなか診療所事業特別会計補正予算（第１号）

は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ７，４５０千円を 

減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１２３，７９８千 

円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに 

 補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」に 

 よる。 

  令和３年１２月１日提出 

 

               富山市長  藤 井 裕 久         
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第１表　歳入歳出予算補正
歳　入 (単位　千円）

款 項 補正前の額 補正額 計

 4 繰入金 39,471 △ 7,453 32,018

 1 一般会計繰入金 39,471 △ 7,453 32,018

 5 諸収入 1 3 4

 1 雑入 1 3 4

131,248 △ 7,450 123,798歳　　　　入　　　　合　　　　計
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歳　出 (単位　千円）

款 項 補正前の額 補正額 計

 1 総務費 113,502 △ 7,450 106,052

 1 施設管理費 113,502 △ 7,450 106,052

131,248 △ 7,450 123,798歳　　　　出　　　　合　　　　計
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1 歳　入
款 4 繰入金   項 1 一般会計繰入金 （単位　千円）

目 補正前 補正額 計 説　明
の額 区分 金額

 1
一般会計繰  39,471 △ 7,453   32,018  1一般会計繰△ 7,453  1一般会計繰入金                   △ 7,453
入金   入金

計   39,471 △ 7,453   32,018

款 5 諸収入   項 1 雑入 （単位　千円）
目 補正前 補正額 計 説　明

の額 区分 金額
 1
雑入        1        3        4  1雑入        3  1雇用保険料戻入金                        3

計        1        3        4

歳入歳出予算事項別明細書

節

節
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2 歳　出
款 1 総務費   項 1 施設管理費 （単位　千円）

目 補正前 補正額 計 説　明

の額 特定財源 一般財源 区分 金額

 1 他

一般管理費  113,502 △ 7,450  106,052 △ 7,450  1報酬      879  1一般管理費       △ 7,450

  　人件費

 2給料 △ 4,655

 3職員手当等 △ 2,363

 4共済費 △ 1,372

 8旅費       61

他

計  113,502 △ 7,450  106,052 △ 7,450

補正額の財源内訳 節
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給　　与　　費　　明　　細　　書

１　　一　　般　　職　（会計年度任用職員以外の職員）

　（１）総　　括

給　　　　　与　　　　　費

区   分 職員数
報　酬 給　料 職員手当 計

共済費 合　計 備     考

（人） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円）

補 正 後 9 39,230 38,751 77,981 13,420 91,401

補 正 前 10 43,885 41,546 85,431 14,978 100,409

比    較 △ 1 △ 4,655 △ 2,795 △ 7,450 △ 1,558 △ 9,008

区　分
管 理 職
手　  当

初任給
調　整
手　当

扶養手当 地域手当 住居手当 通勤手当
単身赴任
手　　当

特殊勤務
手　　当

（千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円）

補正後 2,405 11,031 688 3,767 717 2,879

補正前 1,604 11,031 678 3,746 761 2,658

職員手当
の 内 訳

比　較 801 10 21 △ 44 221

区　分
超過勤務
手　　当

休 日 給
宿 日 直
手    当

管理職員
特別勤務
手    当

期末手当 勤勉手当
寒 冷 地
手　  当

退職手当

（千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円）

補正後 927 9,155 7,182

補正前 1,978 10,939 8,151

比　較 △ 1,051 △ 1,784 △ 969
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　（２）給料及び職員手当の増減額の明細

区 分 増減額 増減事由別内訳 説　　　　　　明 備　　　　　　考

（千円） 　 （千円） （千円）

△ 4,655 給与改定に伴う増減分 0

昇 給 に 伴 う 増 加 分 0

そ の 他 の 増 減 分 △ 4,655

そ の 他 の 増 減 分 △ 2,260

　（３）給料及び職員手当の状況

　　ア　職員１人当たり給料（給与改定後の額で算出）

区　　　　　　　　　　　　分 一  般  職

　　平均給料月額（円）

　　平 均 年 齢 （歳）

　　平均給料月額（円）

　　平 均 年 齢 （歳）

令 和 ３ 年 １ ０ 月 １ 日 現 在

給 料

職員手当

期　末　手　当 △ 535制度改正に伴う増減分 △ 535

313,233

41.5

453,300

47.10

医　療  職

支給割合の引下げ

令 和 ２ 年 １ ０ 月 １ 日 現 在

313,414 420,725

41.5 43.3

△ 2,795
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　　イ　級　別　職　員　数

　 　 一　　般　　職 医　　療　　職 　 　 一　　般　　職 医　　療　　職

区　　　分
職員数 構成比 職員数 構成比

区　　　分
職員数 構成比 職員数 構成比

（人） （％） （人） （％） （人） （％） （人） （％）

1 14.3

3 49.9 1 14.3

1 16.7 3 100.0 4 57.1 2 50.0

1 16.7 1 25.0

1 16.7 1 14.3 1 25.0

6 100.0 3 100.0 7 100.0 4 100.0

　　ウ　期 末 手 当 ・ 勤 勉 手 当

   職制上の段階、職務の

６　月 １２月

   級等による加算措置

(月分) (月分) (月分)

備   　　考

2.225 2.225 4.45

2.225 2.075 4.3

2.225 2.225 4.45

支給期別支給率

支給率計

国 の 制 度

補　正　後

３級

２級

補　正　前

区　　　分

１級

有

有

６級

５級

４級

３級

２級

有

１級

計

９級

８級

７級

年

令

８級

７級

６級

和

2

現

令

和

3

年

10 ５級

４級

10

月

９級

月

在

1

日

現

在 計

1

日
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　　エ　地 域 手 当

　　オ　特 殊 勤 務 手 当

（％）

　支給対象職員の比率（令和3年10月1日現在） （％）

　代表的な特殊勤務手当の名称

　　カ　そ の 他 の 手 当

区　　　　　分 国の制度との異同 差　　　異　　　の　　　内　　　容

　　満１６歳の年度初めから満２２歳の年度末までの子に対する加算額
異　　な　　る

　　月額　５，２００円 

異　　な　　る 　　交通用具使用者　月額　２，６００円～２４，２００円通　勤　手　当

扶　養　手　当

住　居　手　当 異　　な　　る

富  山  市  内

支給対象職員数（人）

16

　　　　区　　　　　　　　　　　　分 全　職　種

支 給 対 象 地 域

支   給   率  （％）

富  山  市  内

（医療職給料表適用者）

一　般　職

66.7

0.3

50.0

15.8

（医療職給料表適用者を除く）

3

100.0

医　療　職

　　借家・借間居住者基礎控除額　１２，０００円

  国 の 指 定 基 準 に
3

  基 づ く 支 給 率（％）

16

6 3

  給　料　総　額　に　対　す　る　比　率

医療・保健業務手当、夜間診療等業務手当

6.8
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２　　一　　般　　職　（会計年度任用職員）

　（１）総　　括

給　　　　　与　　　　　費

区   分 職 員 数
報　酬 給　料 職員手当 計

共済費 合　計 備     考

（人） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円）

(2)

(2)

※（      ）内は、第１号会計年度任用職員数で外数

区　分 期末手当

（千円）

補正後 172

補正前

比　較 172

　（２）報酬及び職員手当の増減額の明細

増減額 説     明 備     考

（千円） 　 （千円） （千円）

879 879 報酬 879

172 172 期末手当 172

1,237

その他の増減分

1,237172 1,051 186

補 正 後 879 172 1,051 186

職員手当

補 正 前

職員手当
の 内 訳

区　分 増減事由別内訳

報　　酬 その他の増減分

比    較 879
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介 護 保 険 事 業 特 別 会 計 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



議案第１９６号 

   令和３年度富山市介護保険事業特別会計補正予算（第２号） 

 令和３年度富山市の介護保険事業特別会計補正予算（第２号）は、 

次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ１７，２３８千円 

を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ４５，８０６， 

６７４千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに 

補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」に 

よる。 

令和３年１２月１日提出 

 

               富山市長  藤 井 裕 久         
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第１表　歳入歳出予算補正
歳　入 (単位　千円）

款 項 補正前の額 補正額 計

 7 繰入金 7,007,291 △ 17,238 6,990,053

 1 一般会計繰入金 6,779,029 △ 17,238 6,761,791

45,823,912 △ 17,238 45,806,674歳　　　　入　　　　合　　　　計
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歳　出 (単位　千円）

款 項 補正前の額 補正額 計

 1 総務費 809,730 △ 17,238 792,492

 1 総務管理費 382,541 △ 17,238 365,303

45,823,912 △ 17,238 45,806,674歳　　　　出　　　　合　　　　計
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1 歳　入
款 7 繰入金   項 1 一般会計繰入金 （単位　千円）

目 補正前 補正額 計 説　明
の額 区分 金額

 4 △      △                                         △
その他一般 809,628   17,238  792,390  1職員給与費  17,238  1職員給与費等繰入金                 17,238
会計繰入金   等繰入金

       6 △             6
計 ,779,029   17,238 ,761,791

       7 △             6
合計 ,007,291   17,238 ,990,053

歳入歳出予算事項別明細書

節
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2 歳　出
款 1 総務費   項 1 総務管理費 （単位　千円）

目 補正前 補正額 計 説　明

の額 特定財源 一般財源 区分 金額

 1 △      他    △ △                         △

一般管理費  382,541   17,238  365,303   17,238  2給料   12,562  1一般管理事務費     17,238

  　人件費

 3職員手当等 △ 2,047

 4共済費 △ 2,629

△      他    △

計  382,541   17,238  365,303   17,238

△      他    △

合計  809,730   17,238  792,492   17,238

補正額の財源内訳 節
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給　　与　　費　　明　　細　　書

一　　般　　職　（会計年度任用職員以外の職員）

　（１）総　　括

給　　　　　与　　　　　費

区   分 職員数
報　酬 給　料 職員手当 計

共済費 合　計 備     考

（人） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円）

補 正 後 39 125,634 83,457 209,091 40,582 249,673

補 正 前 40 138,196 85,459 223,655 43,211 266,866

比    較 △ 1 △ 12,562 △ 2,002 △ 14,564 △ 2,629 △ 17,193

区　分
管 理 職
手　  当

初任給
調　整
手　当

扶養手当 地域手当 住居手当 通勤手当
単身赴任
手　　当

特殊勤務
手　　当

（千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円）

補正後 2,044 1,164 3,863 1,070 4,263

補正前 2,044 996 4,238 2,232 3,915

職員手当
の 内 訳

比　較 168 △ 375 △ 1,162 348

区　分
超過勤務
手　　当

休 日 給
宿 日 直
手    当

管理職員
特別勤務
手    当

期末手当 勤勉手当
寒 冷 地
手　  当

退職手当

（千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円）

補正後 23,000 169 27,165 20,719

補正前 16,000 200 31,994 23,840

比　較 7,000 △ 31 △ 4,829 △ 3,121
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　（２）給料及び職員手当の増減額の明細

区 分 増減額 増減事由別内訳 説　　　　　　明 備　　　　　　考

（千円） 　 （千円） （千円）

△ 12,562 給与改定に伴う増減分 0

昇 給 に 伴 う 増 加 分 0

そ の 他 の 増 減 分 △ 12,562

そ の 他 の 増 減 分 △ 343

　（３）給料及び職員手当の状況

　　ア　職員１人当たり給料

区　　　　　　　　　　　　分 一  般  職

　　平均給料月額（円）

　　平 均 年 齢 （歳）

　　平均給料月額（円）

　　平 均 年 齢 （歳）

給 料

職員手当

期　末　手　当 △ 1,659 支給割合の引下げ制度改正に伴う増減分 △ 1,659△ 2,002

令 和 ２ 年 １ ０ 月 １ 日 現 在

令 和 ３ 年 １ ０ 月 １ 日 現 在

278,700

34.11

280,877

35.2
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　　イ　級　別　職　員　数

　 　 一　　般　　職 　 　 一　　般　　職

区　　　分
職員数 構成比

区　　　分
職員数 構成比

（人） （％） （人） （％）

令 ９級 令 ９級

和 ８級 和 ８級

3 ７級 2 ７級

年 ６級 3 7.7 年 ６級 3 7.5

10 ５級 4 10.3 10 ５級 4 10.0

月 ４級 3 7.7 月 ４級 3 7.5

1 ３級 14 35.8 1 ３級 14 35.0

日 ２級 4 10.3 日 ２級 4 10.0

現 １級 11 28.2 現 １級 12 30.0

在 計 39 100.0 在 計 40 100.0

　　ウ　期 末 手 当 ・ 勤 勉 手 当

   職制上の段階、職務の

６　月 １２月

   級等による加算措置

(月分) (月分) (月分)

4.45

2.225

2.225

国 の 制 度 2.225 2.225

4.45補　正　前

補　正　後

備   　　考

有

有

区　　　分

支給期別支給率

支給率計

有2.075

2.225

4.3
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　　エ　地 域 手 当

　　オ　そ の 他 の 手 当

区　　　　　分 国の制度との異同 差　　　異　　　の　　　内　　　容

　　満１６歳の年度初めから満２２歳の年度末までの子に対する加算額
異　　な　　る

　　月額　５，２００円 

異　　な　　る 　　交通用具使用者　月額　２，６００円～２４，２００円通　勤　手　当

扶　養　手　当

住　居　手　当 異　　な　　る

支給対象職員数（人） 39

　　借家・借間居住者基礎控除額　１２，０００円

  国 の 指 定 基 準 に
3

  基 づ く 支 給 率（％）

支 給 対 象 地 域 富  山  市  内

支   給   率  （％） 3
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国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 



議案第１９７号 

   令和３年度富山市国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号） 

 令和３年度富山市の国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号） 

は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ３，９００千円を 

 減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ３３，７９９，４ 

４６千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに 

補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」に 

よる。 

令和３年１２月１日提出 

 

               富山市長  藤 井 裕 久 
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第１表　歳入歳出予算補正
歳　入 (単位　千円）

款 項 補正前の額 補正額 計

 1 国民健康保険料 6,012,925 624 6,013,549

 1 国民健康保険料 6,012,925 624 6,013,549

 5 繰入金 2,843,774 △ 4,524 2,839,250

 1 一般会計繰入金 2,404,394 △ 4,524 2,399,870

33,803,346 △ 3,900 33,799,446歳　　　　入　　　　合　　　　計
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歳　出 (単位　千円）

款 項 補正前の額 補正額 計

 1 総務費 462,477 △ 4,524 457,953

 1 総務管理費 397,020 △ 4,524 392,496

 4 保健事業費 278,613 624 279,237

 2 保健事業費 67,315 624 67,939

33,803,346 △ 3,900 33,799,446歳　　　　出　　　　合　　　　計
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1 歳　入
款 1 国民健康保険料   項 1 国民健康保険料 （単位　千円）

目 補正前 補正額 計 説　明
の額 区分 金額

 1        6        6
一般被保険,010,920      624 ,011,544  1医療給付費     624  1現年度分                              624
者国民健康   分現年度賦
保険料   課分

       6        6
計 ,012,925      624 ,013,549

款 5 繰入金   項 1 一般会計繰入金 （単位　千円）
目 補正前 補正額 計 説　明

の額 区分 金額
 1        2        2
一般会計繰,404,394 △ 4,524 ,399,870  3職員給与費△ 4,524  1職員給与費等繰入金               △ 4,524
入金   等繰入金

       2        2
計 ,404,394 △ 4,524 ,399,870

       2        2
合計 ,843,774 △ 4,524 ,839,250

歳入歳出予算事項別明細書

節

節
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2 歳　出
款 1 総務費   項 1 総務管理費 （単位　千円）

目 補正前 補正額 計 説　明

の額 特定財源 一般財源 区分 金額

 1 他

一般管理費  393,264 △ 4,524  388,740 △ 4,524  2給料 △ 6,045  1一般管理費       △ 4,524

  　(1) 人件費     △ 5,524

  　(2) 事業費        1,000

 3職員手当等    2,146

 4共済費 △ 1,625

12委託料    1,000

他

計  397,020 △ 4,524  392,496 △ 4,524

他

合計  462,477 △ 4,524  457,953 △ 4,524

款 4 保健事業費   項 2 保健事業費 （単位　千円）

目 補正前 補正額 計 説　明

の額 特定財源 一般財源 区分 金額

 1 他

保健事業費   67,315      624   67,939      624  1報酬      624  1保健事業費            624

  　人件費

他

計   67,315      624   67,939      624

他

合計  278,613      624  279,237      624

補正額の財源内訳 節

補正額の財源内訳 節
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給　　与　　費　　明　　細　　書

１　　一　　般　　職　（会計年度任用職員以外の職員）

　（１）総　　括

給　　　　　与　　　　　費

区   分 職員数
報　酬 給　料 職員手当 計

共済費 合　計 備     考

（人） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円）

補 正 後 29 94,225 61,615 155,840 30,611 186,451

補 正 前 29 100,270 59,229 159,499 32,236 191,735

比    較 △ 6,045 2,386 △ 3,659 △ 1,625 △ 5,284

区　分
管 理 職
手　  当

初任給
調　整
手　当

扶養手当 地域手当 住居手当 通勤手当
単身赴任
手　　当

特殊勤務
手　　当

（千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円）

補正後 2,044 1,664 2,937 2,031 2,630 60

補正前 1,396 2,754 3,135 2,919 2,938 60

職員手当
の 内 訳

比　較 648 △ 1,090 △ 198 △ 888 △ 308

区　分
超過勤務
手　　当

休 日 給
宿 日 直
手    当

管理職員
特別勤務
手    当

期末手当 勤勉手当
寒 冷 地
手　  当

退職手当

（千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円）

補正後 13,831 93 20,362 15,963

補正前 5,257 23,391 17,379

比　較 8,574 93 △ 3,029 △ 1,416
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　（２）給料及び職員手当の増減額の明細

区 分 増減額 増減事由別内訳 説　　　　　　明 備　　　　　　考

（千円） 　 （千円） （千円）

△ 6,045 給与改定に伴う増減分 0

昇 給 に 伴 う 増 加 分 0

そ の 他 の 増 減 分 △ 6,045

そ の 他 の 増 減 分 3,665

　（３）給料及び職員手当の状況

　　ア　職員１人当たり給料

区　　　　　　　　　　　　分 一  般  職

　　平均給料月額（円）

　　平 均 年 齢 （歳）

　　平均給料月額（円）

　　平 均 年 齢 （歳）

給 料

職員手当

期　末　手　当 △ 1,279 支給割合の引下げ制度改正に伴う増減分 △ 1,2792,386

令 和 ２ 年 １ ０ 月 １ 日 現 在

令 和 ３ 年 １ ０ 月 １ 日 現 在

279,690

36.4

275,331

35.11
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　　イ　級　別　職　員　数

　 　 一　　般　　職 　 　 一　　般　　職

区　　　分
職員数 構成比

区　　　分
職員数 構成比

（人） （％） （人） （％）

令 ９級 令 ９級

和 ８級 和 ８級

3 ７級 2 ７級

年 ６級 3 10.3 年 ６級 2 6.9

10 ５級 1 3.5 10 ５級 2 6.9

月 ４級 4 13.8 月 ４級 4 13.8

1 ３級 10 34.5 1 ３級 10 34.5

日 ２級 4 13.8 日 ２級 6 20.7

現 １級 7 24.1 現 １級 5 17.2

在 計 29 100.0 在 計 29 100.0

　　ウ　期 末 手 当 ・ 勤 勉 手 当

   職制上の段階、職務の

６　月 １２月

   級等による加算措置

(月分) (月分) (月分)

（1.175）（1.075）（2.25）

2.225 2.075 4.3

（1.175）（1.175）（2.35）

2.225 2.225 4.45

（1.175）（1.175）（2.35）

2.225 2.225 4.45

※（　　　）内は、再任用職員の標準的な支給率

備   　　考

有

有

有

国 の 制 度

補　正　前

補　正　後

区　　　分

支給期別支給率

支給率計
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　　エ　地 域 手 当

　　オ　特 殊 勤 務 手 当

　　　　区　　　　　　　　　　　　分 一 般 職

（％）

　支給対象職員の比率（令和3年10月1日現在） （％）

　代表的な特殊勤務手当の名称 市税等賦課・徴収手当

　　カ　そ の 他 の 手 当

区　　　　　分 国の制度との異同 差　　　異　　　の　　　内　　　容

　　満１６歳の年度初めから満２２歳の年度末までの子に対する加算額
異　　な　　る

　　月額　５，２００円 

異　　な　　る 　　交通用具使用者　月額　２，６００円～２４，２００円

　　借家・借間居住者基礎控除額　１２，０００円

  国 の 指 定 基 準 に
3

  基 づ く 支 給 率（％）

  給　料　総　額　に　対　す　る　比　率 0.1

0.0

支 給 対 象 地 域 富  山  市  内

支   給   率  （％） 3

通　勤　手　当

扶　養　手　当

住　居　手　当 異　　な　　る

支給対象職員数（人） 29
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２　　一　　般　　職　（会計年度任用職員）

　（１）総　　括

給　　　　　与　　　　　費

区   分 職 員 数
報　酬 給　料 職員手当 計

共済費 合　計 備     考

（人） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円）

(20)

(19)

(1)

※（      ）内は、第１号会計年度任用職員数で外数

　（２）報酬及び職員手当の増減額の明細

増減額 説     明 備     考

（千円） 　 （千円） （千円）

624 624 報酬 624

区　分 増減事由別内訳

報　　酬 その他の増減分

44,485

比    較 624 624 624

補 正 前 31,542 6,376 37,918 6,567

補 正 後 32,166 6,376 38,542 6,567 45,109
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企 業 団 地 造 成 事 業 特 別 会 計 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 



議案第１９８号 

   令和３年度富山市企業団地造成事業特別会計補正予算（第２号） 

 令和３年度富山市の企業団地造成事業特別会計補正予算（第２号） 

は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２９９，５５４千円 

を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２，４９８，８ 

６６千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに 

 補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」に 

 よる。 

令和３年１２月１日提出 

 

               富山市長  藤 井 裕 久 
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第１表　歳入歳出予算補正
歳　入 (単位　千円）

款 項 補正前の額 補正額 計

 1 財産収入 1,986,830 293,169 2,279,999

 1 財産運用収入 89,577 △ 1,315 88,262

 2 財産売払収入 1,897,253 294,484 2,191,737

 2 繰入金 121,686 6,291 127,977

 1 一般会計繰入金 121,686 6,291 127,977

 4 諸収入 70,696 94 70,790

 1 雑入 70,696 94 70,790

2,199,312 299,554 2,498,866歳　　　　入　　　　合　　　　計
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歳　出 (単位　千円）

款 項 補正前の額 補正額 計

 1 企業団地造成事業費 109,727 299,554 409,281

 1 企業団地造成事業費 109,727 299,554 409,281

2,199,312 299,554 2,498,866歳　　　　出　　　　合　　　　計
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1 歳　入
款 1 財産収入   項 1 財産運用収入 （単位　千円）

目 補正前 補正額 計 説　明
の額 区分 金額

 1
財産貸付収  89,577 △ 1,315   88,262  1土地貸付収△ 1,315  1土地貸付収入                     △ 1,315
入   入

計   89,577 △ 1,315   88,262

款 1 財産収入   項 2 財産売払収入 （単位　千円）
目 補正前 補正額 計 説　明

の額 区分 金額
 1        1        2
不動産売払,897,253  294,484 ,191,737  1土地売払収 294,484  1土地売払収入                      294,484
収入   入

       1        2
計 ,897,253  294,484 ,191,737

       1        2
合計 ,986,830  293,169 ,279,999

款 2 繰入金   項 1 一般会計繰入金 （単位　千円）
目 補正前 補正額 計 説　明

の額 区分 金額
 1
一般会計繰 121,686    6,291  127,977  1一般会計繰   6,291  1一般会計繰入金                      6,291
入金   入金

計  121,686    6,291  127,977

款 4 諸収入   項 1 雑入 （単位　千円）
目 補正前 補正額 計 説　明

の額 区分 金額
 1
雑入   70,696       94   70,790  1雑入       94  1雑入                                   94

計   70,696       94   70,790

歳入歳出予算事項別明細書

節

節

節

節
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2 歳　出
款 1 企業団地造成事業費   項 1 企業団地造成事業費 （単位　千円）

目 補正前 補正額 計 説　明

の額 特定財源 一般財源 区分 金額

 1 他

企業団地造   20,275    6,291   26,566    6,291 22償還金利子    6,291  1企業団地造成事業    6,291

成事業費   及び割引料   費

 2 他

繰出金   89,452  293,263  382,715  293,263 27繰出金  293,263  1一般会計繰出金    293,263

他

計  109,727  299,554  409,281  299,554

補正額の財源内訳 節
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農 業 集 落 排 水 事 業 特 別 会 計 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 



議案第１９９号 

   令和３年度富山市農業集落排水事業特別会計補正予算（第２号） 

 令和３年度富山市の農業集落排水事業特別会計補正予算（第２号） 

は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ９，５５３千円を追 

加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１，３５８，２８６ 

千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに 

補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」に 

よる。 

令和３年１２月１日提出 

 

               富山市長  藤 井 裕 久 
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第１表　歳入歳出予算補正
歳　入 (単位　千円）

款 項 補正前の額 補正額 計

 3 繰入金 1,006,607 9,553 1,016,160

 1 一般会計繰入金 1,006,607 9,553 1,016,160

1,348,733 9,553 1,358,286歳　　　　入　　　　合　　　　計

- 96 -



歳　出 (単位　千円）

款 項 補正前の額 補正額 計

 1 農業集落排水整備費 442,777 9,553 452,330

 1 管理費 442,777 9,553 452,330

1,348,733 9,553 1,358,286歳　　　　出　　　　合　　　　計
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1 歳　入
款 3 繰入金   項 1 一般会計繰入金 （単位　千円）

目 補正前 補正額 計 説　明
の額 区分 金額

 1        1        1
一般会計繰,006,607    9,553 ,016,160  1一般会計繰   9,553  1一般会計繰入金                      9,553
入金   入金

       1        1
計 ,006,607    9,553 ,016,160

歳入歳出予算事項別明細書

節
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2 歳　出
款 1 農業集落排水整備費   項 1 管理費 （単位　千円）

目 補正前 補正額 計 説　明

の額 特定財源 一般財源 区分 金額

 1 他

管理費  442,777    9,553  452,330    9,553  2給料    4,821  1農業集落排水管理    9,553

  費

  　人件費

 3職員手当等    3,189

 4共済費    1,543

他

計  442,777    9,553  452,330    9,553

補正額の財源内訳 節
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給　　与　　費　　明　　細　　書

一　　般　　職　（会計年度任用職員以外の職員）

　（１）総　　括

給　　　　　与　　　　　費

区   分 職員数
報　酬 給　料 職員手当 計

共済費 合　計 備     考

（人） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円）

補 正 後 3 13,612 7,828 21,440 4,449 25,889

補 正 前 2 8,791 4,699 13,490 2,906 16,396

比    較 1 4,821 3,129 7,950 1,543 9,493

区　分
管 理 職
手　  当

初任給
調　整
手　当

扶養手当 地域手当 住居手当 通勤手当
単身赴任
手　　当

特殊勤務
手　　当

（千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円）

補正後 648 303 437 256

補正前 264 225

職員手当
の 内 訳

比　較 648 303 173 31

区　分
超過勤務
手　　当

休 日 給
宿 日 直
手    当

管理職員
特別勤務
手    当

期末手当 勤勉手当
寒 冷 地
手　  当

退職手当

（千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円）

補正後 487 17 3,170 2,510

補正前 526 2,111 1,573

比　較 △ 39 17 1,059 937
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　（２）給料及び職員手当の増減額の明細

区 分 増減額 増減事由別内訳 説　　　　　　明 備　　　　　　考

（千円） 　 （千円） （千円）

4,821 給与改定に伴う増減分 0

昇 給 に 伴 う 増 加 分 0

そ の 他 の 増 減 分 4,821

そ の 他 の 増 減 分 3,328

　（３）給料及び職員手当の状況

　　ア　職員１人当たり給料

区　　　　　　　　　　　　分 一  般  職

　　平均給料月額（円）

　　平 均 年 齢 （歳）

　　平均給料月額（円）

　　平 均 年 齢 （歳）

給 料

職員手当

期　末　手　当 △ 199 支給割合の引下げ制度改正に伴う増減分 △ 1993,129

令 和 ２ 年 １ ０ 月 １ 日 現 在

令 和 ３ 年 １ ０ 月 １ 日 現 在

360,400

43.1

377,267

45.8
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　　イ　級　別　職　員　数

　 　 一　　般　　職 　 　 一　　般　　職

区　　　分
職員数 構成比

区　　　分
職員数 構成比

（人） （％） （人） （％）

1 33.3

1 33.3 1 50.0

1 33.4 1 50.0

(1) (100)

(1) (100)

3 100.0 2 100.0

※（      ）内は、短時間勤務職員で外数

　　ウ　期 末 手 当 ・ 勤 勉 手 当

   職制上の段階、職務の

６　月 １２月

   級等による加算措置

(月分) (月分) (月分)

2.225 2.225 4.45

2.225 2.075 4.3

2.225 2.225 4.45

支給期別支給率

支給率計

有

国 の 制 度

補　正　後

３級

２級

補　正　前

区　　　分

１級

８級

７級

有

有

備   　　考

１級

計

６級

５級

４級

日

３級

２級

６級

５級

４級

和

2

年

10

月

令

和

3

年

10

９級令

８級

９級

７級

月

在

1

日

現

在 計

1

現
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　　エ　地 域 手 当

　　オ　そ の 他 の 手 当

区　　　　　分 国の制度との異同 差　　　異　　　の　　　内　　　容

　　満１６歳の年度初めから満２２歳の年度末までの子に対する加算額
異　　な　　る

　　月額　５，２００円 

異　　な　　る 　　交通用具使用者　月額　２，６００円～２４，２００円通　勤　手　当

扶　養　手　当

住　居　手　当 異　　な　　る

支給対象職員数（人） 3

　　借家・借間居住者基礎控除額　１２，０００円

  国 の 指 定 基 準 に
3

  基 づ く 支 給 率（％）

支 給 対 象 地 域 富  山  市  内

支   給   率  （％） 3
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公設地方卸売市場事業特別会計 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 



議案第２００号 

   令和３年度富山市公設地方卸売市場事業特別会計補正予算（第

１号） 

 令和３年度富山市の公設地方卸売市場事業特別会計補正予算（第１

号）は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ３，４８０千円を

減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ３１８，４４１千

円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに 

補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」に 

よる。 

（債務負担行為の補正） 

第２条 債務負担行為の変更は、「第２表 債務負担行為補正」によ 

る。 

令和３年１２月１日提出 

 

               富山市長  藤 井 裕 久 
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第１表　歳入歳出予算補正
歳　入 (単位　千円）

款 項 補正前の額 補正額 計

 2 繰入金 128,124 △ 3,480 124,644

 1 一般会計繰入金 128,124 △ 3,480 124,644

321,921 △ 3,480 318,441歳　　　　入　　　　合　　　　計
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歳　出 (単位　千円）

款 項 補正前の額 補正額 計

 1 公設地方卸売市場費 230,894 △ 3,480 227,414

 1 総務管理費 211,894 △ 3,480 208,414

321,921 △ 3,480 318,441歳　　　　出　　　　合　　　　計
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第 ２ 表  債務負担行為補正 

 

変 更 

（単位 千円） 

 

事       項 

 

補   正   前 補   正   後 

期   間 限 度 額 期   間 限 度 額 

富山市公設地方卸売市場再

整備事業費 

自令和 5 年度 

至令和 35 年度 

13,658,470

上記金額に金利

変動及び物価変

動による増減額

並びに消費税及

び地方消費税に

よる増減額を加

算した額の範囲

内 

自令和 5 年度 

至令和 35 年度 

14,649,441

上記金額に金利

変動及び物価変

動による増減額

並びに消費税及

び地方消費税に

よる増減額を加

算した額の範囲

内 
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1 歳　入
款 2 繰入金   項 1 一般会計繰入金 （単位　千円）

目 補正前 補正額 計 説　明
の額 区分 金額

 1
一般会計繰 128,124 △ 3,480  124,644  1一般会計繰△ 3,480  1一般会計繰入金                   △ 3,480
入金   入金

計  128,124 △ 3,480  124,644

歳入歳出予算事項別明細書

節
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2 歳　出
款 1 公設地方卸売市場費   項 1 総務管理費 （単位　千円）

目 補正前 補正額 計 説　明

の額 特定財源 一般財源 区分 金額

 1 他

一般管理費  211,894 △ 3,480  208,414 △ 3,480  2給料 △ 1,383  1一般管理費       △ 3,480

  　人件費

 3職員手当等 △ 1,538

 4共済費   △ 559

他

計  211,894 △ 3,480  208,414 △ 3,480

他

合計  230,894 △ 3,480  227,414 △ 3,480

補正額の財源内訳 節
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給　　与　　費　　明　　細　　書

一　　般　　職　（会計年度任用職員以外の職員）

　（１）総　　括

給　　　　　与　　　　　費

区   分 職員数
報　酬 給　料 職員手当 計

共済費 合　計 備     考

（人） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円）

区　分
管 理 職
手　  当

初任給
調　整
手　当

扶養手当 地域手当 住居手当 通勤手当
単身赴任
手　　当

特殊勤務
手　　当

（千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円）

補正後 2,249 1,517 1,395 336 596 31

補正前 3,099 1,032 1,448 626 20

職員手当
の 内 訳

比　較 △ 850 485 △ 53 336 △ 30 11

区　分
超過勤務
手　　当

休 日 給
宿 日 直
手    当

管理職員
特別勤務
手    当

期末手当 勤勉手当
寒 冷 地
手　  当

退職手当

（千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円）

補正後 1,018 9,642 8,004

補正前 1,434 10,375 8,452

比　較 △ 416 △ 733 △ 448

補 正 後

補 正 前

比    較

11

11

△ 1,383 △ 1,698 △ 3,081 △ 559 △ 3,640

44,106 26,486 70,592 14,292 84,884

42,723 24,788 67,511 13,733 81,244
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　（２）給料及び職員手当の増減額の明細

区 分 増減額 増減事由別内訳 説　　　　　　明 備　　　　　　考

（千円） 　 （千円） （千円）

△ 1,383 給与改定に伴う増減分 0

昇 給 に 伴 う 増 加 分 0

そ の 他 の 増 減 分 △ 1,383

そ の 他 の 増 減 分 △ 1,082

　（３）給料及び職員手当の状況

　　ア　職員１人当たり給料

区　　　　　　　　　　　　分 一  般  職

　　平均給料月額（円）

　　平 均 年 齢 （歳）

　　平均給料月額（円）

　　平 均 年 齢 （歳）

令 和 ２ 年 １ ０ 月 １ 日 現 在

令 和 ３ 年 １ ０ 月 １ 日 現 在

328,918

41.4

322,636

40.10

給 料

職員手当

期　末　手　当 △ 616 支給割合の引下げ制度改正に伴う増減分 △ 616△ 1,698
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　　イ　級　別　職　員　数

　 　 一　　般　　職 　 　 一　　般　　職

区　　　分
職員数 構成比

区　　　分
職員数 構成比

（人） （％） （人） （％）

1 9.1 2 18.2

2 18.2 2 18.2

2 18.2

2 18.2

4 36.3 3 27.2

2 18.2 2 18.2

11 100.0 11 100.0

　　ウ　期 末 手 当 ・ 勤 勉 手 当

   職制上の段階、職務の

６　月 １２月

   級等による加算措置

(月分) (月分) (月分)

支給期別支給率

支給率計

有

国 の 制 度

補　正　後

３級

２級

補　正　前

区　　　分

１級

８級

７級

有

有

備   　　考

１級

計

６級

５級

４級

日

３級

２級

６級

５級

４級

和

2

年

10

月

令

和

3

年

10

９級令

８級

９級

７級

月

在

1

日

現

在 計

1

現

2.225 2.075 4.3

2.225 2.225 4.45

4.452.2252.225
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　　エ　地 域 手 当

　　オ　特 殊 勤 務 手 当

　　　　区　　　　　　　　　　　　分 一 般 職

（％）

　支給対象職員の比率（令和3年10月1日現在） （％）

　代表的な特殊勤務手当の名称 深夜・早朝勤務手当

　　カ　そ の 他 の 手 当

区　　　　　分 国の制度との異同 差　　　異　　　の　　　内　　　容

　　満１６歳の年度初めから満２２歳の年度末までの子に対する加算額
異　　な　　る

　　月額　５，２００円 

異　　な　　る 　　交通用具使用者　月額　２，６００円～２４，２００円通　勤　手　当

扶　養　手　当

住　居　手　当 異　　な　　る

支給対象職員数（人） 11

　　借家・借間居住者基礎控除額　１２，０００円

  国 の 指 定 基 準 に
3

  基 づ く 支 給 率（％）

18.2

支 給 対 象 地 域 富  山  市  内

支   給   率  （％） 3

  給　料　総　額　に　対　す　る　比　率 0.1
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当該年度議決済に係る分（変更）

期  間 金  額 期  間 金  額 特定財源 一般財源

令和5年度 他
～ 13,658,470 13,658,470

令和35年度

令和5年度 他
～ 990,971 990,971

令和35年度

令和5年度 他
～ 14,649,441 14,649,441

令和35年度

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書の補正

補
正
前
の
額

支出予定額

　　　(単位　千円)

左の財源内訳
事　　　項

2年度末までの

上記金額に金
利変動及び物
価変動による
増減額並びに
消費税及び地
方消費税によ
る増減額を加
算した額の範
囲内

13,658,470

富山市公設地方
卸売市場再整備
事業費
（令和3年度分）

支出（見込）額

3年度以降の

限　度　額

補
正
後
の
額

14,649,441
上記金額に金
利変動及び物
価変動による
増減額並びに
消費税及び地
方消費税によ
る増減額を加
算した額の範
囲内

補
正
額

990,971
上記金額に金
利変動及び物
価変動による
増減額並びに
消費税及び地
方消費税によ
る増減額を加
算した額の範
囲内
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議案第２０１号 

令和３年度富山市水道事業会計補正予算（第１号） 

第１条 令和３年度富山市水道事業会計の補正予算（第１号）は、次 

に定めるところによる。 

第２条 令和３年度富山市水道事業会計予算第９条を第１０条とし、 

第５条から第８条までを１条ずつ繰り下げ、第４条の次に次の１条 

を加える。 

（債務負担行為） 

第５条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、 

 次のとおりと定める。 

事     項  期    間  限 度 額 

配 水 施 設 費 
自令和３年度 

至令和４年度 
430,000千円

令和３年１２月１日提出 

 

               富山市長  藤 井 裕 久     
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当該年度提出に係る分（追加）
(単位　  千円)

国庫支出金 企業債 その他

配 水 施 設 費
（ 令 和 3 年 度 分 ）

430,000 138,166 218,800 73,034
令和3年度

～
令和4年度

430,000

期 間 金 額 期 間 金 額

左の財源内訳

債務負担行為に関する調書

限度額事   項

2年度末までの

支払義務発生

（ 見 込 ） 額 予 定 額

支払義務発生

3 年 度 以 降 の
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議案第２０２号 

令和３年度富山市公共下水道事業会計補正予算（第１号） 

第１条 令和３年度富山市公共下水道事業会計の補正予算（第１号） 

は、次に定めるところによる。 

第２条 令和３年度富山市公共下水道事業会計予算第４条本文括弧書 

中「不足する額７，７０２，２７５千円」を「不足する額７，７０ 

９，９６７千円」に、「当年度分損益勘定留保資金６，１４４，６ 

９９千円」を「当年度分損益勘定留保資金６，１５２，３９１千円」

に改め、資本的支出の予定額を次のとおり補正する。 

（科   目）     （既決予定額） （補正予定額）    （計） 

支     出 

第１款 資本的支出  15,630,910千円  7,692千円 15,638,602千円 

 第４項 国庫補助金返還金       7,692千円    7,692千円 

令和３年１２月１日提出 

 

              富山市長  藤 井 裕 久 
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既決予定額 補正予定額 合　計 備　考

千円 千円 千円

1 資本的支出 15,630,910 7,692 15,638,602

4
国庫補助金
返 還 金

7,692 7,692

資　本　的　収　入　及　び　支　出

1

令和３年度富山市公共下水道事業会計予算実施計画

支　　　 　　　出

款

7,692
国庫補助金
返 還 金

7,692

項 目
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（単位：千円）

（既決予定額） （補正後予定額） （増△減）

　　　　1　業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益 1,739,485 1,739,485

減価償却費 8,712,585 8,712,585

引当金の増減額（△は減少） 45,858 45,858

長期前受金戻入額 △ 3,276,691 △ 3,276,691

受取利息及び受取配当金 △ 100 △ 100

支払利息 1,717,119 1,717,119

資産減耗費 109,372 109,372

固定資産売却損益（△は益） 8 8

未収金等の増減額（△は増加） 10,544 10,544

未払金等の増減額（△は減少） 28,688 28,688

預り金の増減額（△は減少） △ 1,756 △ 1,756

小計 9,085,112 9,085,112

利息及び配当金の受取額 100 100

利息の支払額 △ 1,717,119 △ 1,717,119

業務活動によるキャッシュ・フロー 7,368,093 7,368,093

　　　　2　投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出 △ 6,501,428 △ 6,501,428

国庫補助金等による収入 2,596,909 2,596,909

国庫補助金返還による支出 △ 7,692 △ 7,692

固定資産の売却による収入 27 27

投資活動によるキャッシュ・フロー △ 3,904,492 △ 3,912,184 △ 7,692

　　　　3　財務活動によるキャッシュ・フロー

企業債による収入 5,202,502 5,202,502

企業債の償還による支出 △ 10,181,657 △ 10,181,657

他会計からの出資による収入 1,797,331 1,797,331

財務活動によるキャッシュ・フロー △ 3,181,824 △ 3,181,824

             資金増加額（又は減少額） 281,777 274,085 △ 7,692

　　　　　　資金期首残高 2,481,517 2,481,517

　　　　　　資金期末残高 2,763,294 2,755,602 △ 7,692

令和３年度富山市公共下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

（令和３年４月１日から令和４年３月３１日まで）
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議案第２０３号 

令和３年１２月の期末手当に関する条例制定の件 

令和３年１２月の期末手当に関する条例を次のように定める。 

令和３年１２月１日提出 

 

               富山市長  藤 井 裕 久 

 

令和３年１２月の期末手当に関する条例 

 （一般職の職員の期末手当） 

第１条 富山市職員の給与に関する条例（平成１７年富山市条例第６

２号。以下「給与条例」という。）第１条に規定する職員及び富山

市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例（平成１

８年富山市条例第６号。以下「任期付職員条例」という。）第２条

から第４条までの規定により採用された職員の令和３年１２月に支

給される期末手当の額の算定については、次の表の左欄に掲げる規

定中同表の中欄に掲げる字句をそれぞれ同表の右欄に掲げる字句と

読み替えて、これらの規定を適用する。 

給与条例第２７

条第２項 

１００分の１２７．５ １００分の１１２．５

１００分の１０７．５ １００分の９２．５ 

給与条例第２７

条第３項 

１００分の１２７．５ １００分の１１２．５

１００分の７２．５ １００分の６２．５ 

１００分の１０７．５ １００分の９２．５ 

１００分の６２．５ １００分の５２．５ 

任期付職員条例

第９条第２項 

１００分の１２７．５ １００分の１１２．５

１００分の１６７．５ １００分の１５７．５

 （特別職の職員等の期末手当） 

第２条 議会の議長、副議長及び議員、市長、副市長、政策監、教育

長、上下水道事業管理者、病院事業管理者並びに常勤の監査委員の

令和３年１２月に支給される期末手当の額の算定については、次の

表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句をそれぞれ同表の

右欄に掲げる字句と読み替えて、これらの規定を適用する。 

富山市議会議員

の議員報酬、費 

１００分の１６７．５ １００分の１５７．５
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用弁償及び期末

手当に関する条

例（平成１７年

富山市条例第５

２号）第６条第

２項 

  

市長及び副市長

の給与に関する

条例（平成１７

年富山市条例第

５６号）第４条

第２項 

１００分の１６７．５ １００分の１５７．５

富山市特別職の

指定等に関する

条例（平成２４

年富山市条例第

２８号）第５条

第２項 

１００分の１６７．５ １００分の１５７．５

富山市教育長の

給与等に関する

条例（平成１７

年富山市条例第

５７号）第４条

第２項 

１００分の１６７．５ １００分の１５７．５

富山市公営企業

の管理者の給与

に関する条例（

平成１７年富山

市条例第５９号

）第４条第２項 

１００分の１６７．５ １００分の１５７．５

富山市常勤の監

査委員の給与等

に関する条例（

平成１７年富山

市条例第５８号

）第４条第２項 

１００分の１６７．５ １００分の１５７．５

（会計年度任用職員の期末手当） 

第３条 富山市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例（ 

令和元年富山市条例第２６号）第１条に規定する会計年度任用職員 

の令和３年１２月に支給される期末手当の額の算定に係る期末手当 

基礎額に乗ずる割合（在職期間の区分に応じて乗ずる割合を除く。 
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）は、同条例第５条本文及び第７条第３項本文の規定にかかわらず、 

１００分の１２７．５とする。 

 （委任） 

第４条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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議案第２０４号 

富山市職員の給与に関する条例及び富山市一般職の任期付職員 

の採用及び給与の特例に関する条例の一部を改正する条例制定 

の件 

富山市職員の給与に関する条例及び富山市一般職の任期付職員の採

用及び給与の特例に関する条例の一部を改正する条例を次のように定

める。 

令和３年１２月１日提出 

 

               富山市長  藤 井 裕 久 

 

富山市職員の給与に関する条例及び富山市一般職の任期付職員

の採用及び給与の特例に関する条例の一部を改正する条例 

（富山市職員の給与に関する条例の一部改正） 

第１条 富山市職員の給与に関する条例（平成１７年富山市条例第６

２号）の一部を次のように改正する。 

第２７条第２項中「１００分の１２７．５」を「１００分の１２ 

 ０」に、「１００分の１０７．５」を「１００分の１００」に改め、

同条第３項中「１００分の１２７．５」を「１００分の１２０」に、 

「１００分の７２．５」を「１００分の６７．５」に、「１００分 

の１０７．５」を「１００分の１００」に、「１００分の６２．５ 

」を「１００分の５７．５」に改める。 

（富山市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の

一部改正） 

第２条 富山市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条

例（平成１８年富山市条例第６号）の一部を次のように改正する。 

第９条第２項中「１００分の１２７．５」を「１００分の１２０ 

」に、「１００分の１６７．５」を「１００分の１６２．５」に改 

める。 

附 則 
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この条例は、令和４年４月１日から施行する。 
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議案第２０５号 

富山市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条 

例の一部を改正する条例制定の件 

富山市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の

一部を改正する条例を次のように定める。 

令和３年１２月１日提出 

 

              富山市長  藤 井 裕 久 

 

富山市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条 

例の一部を改正する条例 

富山市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例（ 

平成１７年富山市条例第５２号）の一部を次のように改正する。 

第６条第２項中「１００分の１６７．５」を「１００分の１６２． 

５」に改める。 

附 則 

この条例は、令和４年４月１日から施行する。 
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議案第２０６号 

市長及び副市長の給与に関する条例等の一部を改正する条例制 

定の件 

市長及び副市長の給与に関する条例等の一部を改正する条例を次の

ように定める。 

令和３年１２月１日提出 

 

               富山市長  藤 井 裕 久 

 

市長及び副市長の給与に関する条例等の一部を改正する条例 

（市長及び副市長の給与に関する条例の一部改正） 

第１条 市長及び副市長の給与に関する条例（平成１７年富山市条例 

第５６号）の一部を次のように改正する。 

第４条第２項中「１００分の１６７．５」を「１００分の１６２ 

．５」に改める。 

（富山市教育長の給与等に関する条例の一部改正） 

第２条 富山市教育長の給与等に関する条例（平成１７年富山市条例 

第５７号）の一部を次のように改正する。 

第４条第２項中「１００分の１６７．５」を「１００分の１６２ 

．５」に改める。 

（富山市常勤の監査委員の給与等に関する条例の一部改正） 

第３条 富山市常勤の監査委員の給与等に関する条例（平成１７年富 

山市条例第５８号）の一部を次のように改正する。 

第４条第２項中「１００分の１６７．５」を「１００分の１６２ 

．５」に改める。 

 （富山市公営企業の管理者の給与に関する条例の一部改正） 

第４条 富山市公営企業の管理者の給与に関する条例（平成１７年富 

山市条例第５９号）の一部を次のように改正する。 

第４条第２項中「１００分の１６７．５」を「１００分の１６２ 

．５」に改める。 

- 128 -



 

（富山市特別職の指定等に関する条例の一部改正） 

第５条 富山市特別職の指定等に関する条例（平成２４年富山市条例 

第２８号）の一部を次のように改正する。 

第５条第２項中「１００分の１６７．５」を「１００分の１６２ 

．５」に改める。 

附 則 

この条例は、令和４年４月１日から施行する。 
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議案第２０７号 

   富山市地域経済牽引事業の促進のための固定資産税の課税免除 

に関する条例の一部を改正する条例制定の件 

 富山市地域経済牽引事業の促進のための固定資産税の課税免除に関 

する条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

  令和３年１２月１日提出 

 

               富山市長  藤 井 裕 久 

 

   富山市地域経済牽引事業の促進のための固定資産税の課税免除 

に関する条例の一部を改正する条例 

富山市地域経済牽引事業の促進のための固定資産税の課税免除に関 

する条例（平成２０年富山市条例第１１号）の一部を次のように改正 

する。 

第２条中「起算して５年内」を「令和５年３月３１日までの間」に 

改める。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 
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議案第２０８号 

富山市立学校設置条例の一部を改正する条例制定の件 

富山市立学校設置条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

令和３年１２月１日提出 

 

               富山市長  藤 井 裕 久 

 

富山市立学校設置条例の一部を改正する条例 

富山市立学校設置条例（平成１７年富山市条例第２５０号）の一部 

を次のように改正する。 

別表第１富山市立三郷小学校の項中「富山市立三郷小学校」を「富 

山市立三成小学校」に改め、同表富山市立上条小学校の項を削る。 

別表第２富山市立八尾中学校の項中「八尾町福島２５０番地」を「 

八尾町井田１２０番地１」に改め、同表富山市立杉原中学校の項を削 

る。 

別表第３富山市立呉羽幼稚園の項、富山市立愛宕幼稚園の項及び富 

山市立大庄幼稚園の項を削る。 

附  則 

この条例は、令和４年４月１日から施行する。 

- 131 -



議案第２０９号 

   富山市国民健康保険条例の一部を改正する条例制定の件 

富山市国民健康保険条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

  令和３年１２月１日提出 

 

               富山市長  藤 井 裕 久 

 

  富山市国民健康保険条例の一部を改正する条例 

 富山市国民健康保険条例（平成１７年富山市条例第１６４号）の一 

部を次のように改正する。 

 第６条第１項中「４０万４，０００円」を「４０万８，０００円」 

に改め、同項ただし書中「１万６，０００円」を「１万２，０００円 

」に改める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和４年１月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 改正後の富山市国民健康保険条例第６条第１項の規定は、この条 

例の施行の日以後の出産に係る出産育児一時金について適用し、同 

日前の出産に係る出産育児一時金については、なお従前の例による。 
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議案第２１０号 

富山市細入総合福祉センター条例を廃止する条例制定の件 

富山市細入総合福祉センター条例を廃止する条例を次のように定め 

る。 

令和３年１２月１日提出 

 

               富山市長  藤 井 裕 久      

 

富山市細入総合福祉センター条例を廃止する条例 

富山市細入総合福祉センター条例（平成１７年富山市条例第１４０ 

号）は、廃止する。 

   附 則 

この条例は、令和４年１月１日から施行する。 
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議案第２１１号 

富山市立幼保連携型認定こども園条例制定の件 

富山市立幼保連携型認定こども園条例を次のように定める。 

令和３年１２月１日提出 

 

               富山市長  藤 井 裕 久 

 

富山市立幼保連携型認定こども園条例 

（設置） 

第１条 小学校就学前の子どもに対する教育及び保育を一体的に行う 

とともに、保護者に対する子育ての支援を行うため、就学前の子ど 

もに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律（平成 

１８年法律第７７号）第２条第７項に規定する幼保連携型認定こど 

も園（以下「認定こども園」という。）を設置する。 

（名称及び位置） 

第２条 認定こども園の名称及び位置は、次のとおりとする。 

名称 位置 

富山市立新保なかよし認定こども園 富山市任海４６３番地

（保育料） 

第３条 教育又は保育（時間外保育（子ども・子育て支援法（平成２ 

４年法律第６５号）第５９条第２号に規定する時間外保育をいう。 

次条第１項において同じ。）及び一時預かり保育（児童福祉法（昭 

和２２年法律第１６４号）第６条の３第７項に規定する一時預かり 

事業による保育をいう。第５条において同じ。）を除く。）を受け 

た子どもの保護者又は扶養義務者は、保育料を納付しなければなら 

ない。 

２ 保育料の額は、次の各号に掲げる教育・保育給付認定子ども（子 

ども・子育て支援法第２０条第４項に規定する教育・保育給付認定 

子どもをいう。）の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 

(1) 子ども・子育て支援法施行令（平成２６年政令第２１３号）第 
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４条第１項に規定する満３歳以上教育・保育給付認定子ども 無 

料 

(2) 子ども・子育て支援法施行令第４条第２項に規定する満３歳未 

満保育認定子ども 富山市特定教育・保育施設及び特定地域型保 

育事業の利用者負担額を定める条例（平成２７年富山市条例第３ 

６号）別表に定める額 

３ 保育料は、当月分を翌月５日までに納付しなければならない。 

（時間外保育料） 

第４条 時間外保育を受けた子どもの保護者又は扶養義務者は、時間 

外保育料を納付しなければならない。 

２ 時間外保育料の額は、別表第１に定める額とする。 

３ 時間外保育料は、市長の指定する期日までに納付しなければなら 

ない。 

（一時預かり保育） 

第５条 一時預かり保育を受けることができる者は、認定こども園に 

在園する教育認定子ども（子ども・子育て支援法施行令第４条第１ 

項第１号に規定する教育認定子どもをいう。）その他市長が必要と 

認める子どもとする。 

２ 一時預かり保育を受けた子どもの保護者又は扶養義務者は、一時 

預かり保育料を納付しなければならない。 

３ 一時預かり保育料の額は、別表第２に定める額とする。 

４ 一時預かり保育料は、市長の指定する期日までに納付しなければ 

ならない。 

（保育料等の減免） 

第６条 市長は、特別の理由があると認めるときは、保育料、時間外 

保育料及び一時預かり保育料（次条において「保育料等」という。 

）の全部又は一部を減免することができる。 

（保育料等の還付） 

第７条 既納の保育料等は、還付しない。ただし、市長が特別の理由 

があると認めるときは、保育料等の全部又は一部を還付することが 

- 135 -



 

できる。 

（委任） 

第８条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和４年４月１日から施行する。 

（富山市立認定こども園条例の廃止） 

２ 富山市立認定こども園条例（平成２３年富山市条例第３２号）は、 

廃止する。 

（富山市立認定こども園条例の廃止に伴う経過措置） 

３ 前項の規定による廃止前の富山市立認定こども園条例の規定によ 

るこの条例の施行の日の前日までに受けた教育又は保育に係る保育 

料、時間外保育料及び一時預かり保育料については、なお従前の例 

による。 

（富山市公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害 

補償に関する条例の一部改正） 

４ 富山市公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害 

補償に関する条例（平成１７年富山市条例第２４９号）の一部を次 

のように改正する。 

  第１条中「幼稚園」の次に「並びに富山市立幼保連携型認定こど 

も園」を加える。 

 第２条中「以下」を「富山市立幼保連携型認定こども園にあって 

は、市長。第４条において」に改める。 

 第５条中「教育委員会規則」を「規則又は教育委員会規則」に改 

める。 

（富山市立学校設置条例の一部改正） 

５ 富山市立学校設置条例（平成１７年富山市条例第２５０号）の一 

部を次のように改正する。 

  別表第３富山市立新保なかよし幼稚園の項を削る。 
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別表第１（第４条関係） 

区分 時間外保育料（円）

午前７時３０分から午前８時３

０分まで 

日 利 用 １回２００

月 利 用 月額３，５００

午後４時３０分から午後６時ま

で 

日 利 用 １回３００

月 利 用 月額５，０００
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別表第２（第５条関係） 

区分        一時預かり保育料（円） 

日利用 日額３００

月利用 月額３，５００
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議案第２１２号 

   富山市自転車等駐車場条例の一部を改正する条例制定の件 

富山市自転車等駐車場条例の一部を改正する条例を次のように定め 

る。 

  令和３年１２月１日提出 

 

               富山市長   藤 井 裕 久 

 

   富山市自転車等駐車場条例の一部を改正する条例 

第１条 富山市自転車等駐車場条例（平成１７年富山市条例第１３２ 

号）の一部を次のように改正する。 

第３条の表富山駅南第１自転車駐車場の項中「富山駅南第１自転 

車駐車場」を「富山駅南自転車駐車場」に改め、同表富山駅南第２ 

自転車駐車場の項を次のように改める。 

富山駅高架下自転

車駐車場 

富山市明輪町１番２３

４号 

自転車等 

 第３条の表富山駅北自転車駐車場の項を削る。 

第２条 富山市自転車等駐車場条例の一部を次のように改正する。 

第３条の表に次のように加える。 

富山駅北自転車駐

車場 

富山市牛島町２４番８

３号 

自転車 

附 則 

この条例は、令和４年１月１日から施行する。ただし、第２条の規 

定は、規則で定める日から施行する。 
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議案第２１３号 

   富山市病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例制

定の件 

 富山市病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例を次の

ように定める。 

令和３年１２月１日提出 

 

              富山市長  藤 井 裕 久 

 

   富山市病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例 

富山市病院事業の設置等に関する条例（平成１７年富山市条例第１ 

６７号）の一部を次のように改正する。 

 別表産科診察料の部中 

「 

人 工妊 娠

中 絶料 

 

妊娠満１１週まで  0090,000 円

 

妊娠満１２週から

満１５週まで 

0120,000 円

妊娠満１６週から

満２１週まで 

 0150,000 円

                             」 

「 

人工妊 娠

中絶料 

妊 娠 満

１ １ 週

ま で 

手動 真空

吸 引 法 

 0106,000 円  

そ の 他 0090,000 円

妊娠満１２週から

満１５週まで 

0120,000 円

妊娠満１６週から

満２１週まで 

 0150,000 円

                             」 

改める。                               

附 則 

 この条例は、令和４年１月１日から施行する。 

を

に
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議案第２１４号 

富山市手数料条例の一部を改正する条例制定の件 

富山市手数料条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

令和３年１２月１日提出 

 

               富山市長  藤 井 裕 久 

 

富山市手数料条例の一部を改正する条例 

富山市手数料条例（平成１７年富山市条例第１０６号）の一部を次 

のように改正する。 

別表２標準事務以外の事務に係る手数料の表８５の２の部中「第３ 

項」を「第５項」に改め、同部１の項第１号中「第５条第１項に規定 

する登録住宅性能評価機関（以下「登録住宅性能評価機関」という。 

）による長期優良住宅建築等計画に係る技術的審査（以下この項及び 

次項において「評価機関の事前審査」という。）を経ていない」を「 

第６条の２第３項の規定により当該住宅の構造及び設備が長期使用構 

造等である旨が記載された確認書（以下この項及び次項において「確 

認書」という。）及び同条第４項の規定により当該住宅の構造及び設 

備が長期使用構造等である旨が記載された住宅性能評価書（以下この 

項及び次項において「住宅性能評価書」という。）がない」に改め、 

同項第２号中「評価機関の事前審査を経ている」を「確認書又は住宅 

性能評価書がある」に、「６，０００円」を「１２，０００円」に、 

「１２，０００円」を「２２，０００円」に、「２１，０００円」を 

「３６，０００円」に、「３１，０００円」を「６１，０００円」に、

「５７，０００円」を「９７，０００円」に、「１００，０００円」 

を「１５０，０００円」に、「１６０，０００円」を「２５０，００ 

０円」に、「２００，０００円」を「３２０，０００円」に、「２１ 

０，０００円」を「３６０，０００円」に改め、同項第３号を削り、 

同部３の項第１号中「評価機関の事前審査を経ていない」を「確認書 

がない」に改め、同項第２号中「評価機関の事前審査を経ている」を 
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「確認書がある」に、「９，０００円」を「１８，０００円」に、「 

１８，０００円」を「３３，０００円」に、「３２，０００円」を「 

５５，０００円」に、「４６，０００円」を「９１，０００円」に、 

「８６，０００円」を「１５０，０００円」に、「１５０，０００円 

」を「２２０，０００円」に、「２４０，０００円」を「３８０，０ 

００円」に、「３００，０００円」を「４８０，０００円」に、「３ 

２０，０００円」を「５５０，０００円」に改め、同表８５の３の部 

１の項第１号中「評価機関の事前審査を経ていない」を「確認書及び 

住宅性能評価書がない」に改め、同項第２号を削り、同項第３号中「 

評価機関の事前審査を経ていない場合で、登録住宅性能評価機関によ 

る住宅性能評価を受けているとき」を「確認書又は住宅性能評価書が 

ある場合」に、「１１，０００円」を「９，０００円」に、「３４， 

０００円」を「１７，０００円」に、「５６，０００円」を「２９， 

０００円」に、「１００，０００円」を「４６，０００円」に、「１ 

８０，０００円」を「７７，０００円」に、「２８０，０００円」を 

「１２０，０００円」に、「５００，０００円」を「２１０，０００ 

円」に、「６６０，０００円」を「２６０，０００円」に、「７９０ 

，０００円」を「２９０，０００円」に改め、同号を同項第２号とし、

同部３の項第１号中「評価機関の事前審査を経ていない」を「確認書 

がない」に改め、同項第２号を次のように改める。 

 (2) 確認書がある場合 

ア 住戸の数が１のもの １４，０００円 

イ 住戸の数が２以上５以下のもの ２６，０００円 

ウ 住戸の数が６以上１０以下のもの ４３，０００円 

エ 住戸の数が１１以上３０以下のもの ６９，０００円 

オ 住戸の数が３１以上５０以下のもの １２０，０００円 

カ 住戸の数が５１以上１００以下のもの １９０，０００円 

キ 住戸の数が１０１以上２００以下のもの ３１０，０００円 

ク 住戸の数が２０１以上３００以下のもの ３９０，０００円 

ケ 住戸の数が３０１以上のもの ４３０，０００円 
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 別表２標準事務以外の事務に係る手数料の表８５の４部中「第９条

第１項」の次に「又は第３項」を加え、同表８５の５の部の次に次の

ように加える。 

８５の５の２  長期優

良住宅の普及の促進

に関する法律第１８

条第１項の規定に基

づく住宅の容積率の

特例の許可に関する

事務 

  １６０，０ ００ 円

 別表２標準事務以外の事務に係る手数料の表８５の６の部１の項第

１号中「登録住宅性能評価機関」を「住宅の品質確保の促進等に関す

る法律第５条第１項に規定する登録住宅性能評価機関」に改める。 

附  則 

この条例は、令和４年２月２０日から施行する。 
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を

議案第２１５号 

富山市移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準を 

定める条例の一部を改正する条例制定の件 

富山市移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準を定め 

る条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

令和３年１２月１日提出 

 

               富山市長  藤 井 裕 久     

 

富山市移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準を 

定める条例の一部を改正する条例 

  富山市移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準を定め 

る条例（平成２４年富山市条例第７４号）の一部を次のように改正す 

る。 

  目次中「第１条・第２条」を「第１条－第２条の２」に改め、「歩 

道等」の次に「及び自転車歩行者専用道路等の構造」を、「立体横断 

施設」、「乗合自動車停留所」、「路面電車停留場等」及び「自動車 

駐車場」の次に「の構造」を加え、 

「第７章 移動等円滑化のために必要なその他の施設等（第３３   

条－第３７条）                 」 

「第７章 旅客特定車両停留施設の構造（第３３条－第４３条）  

第８章 移動等円滑化のために必要なその他の施設等（第４４ に 

条－第４８条）                 」 

改める。 

第２条第１号中「自転車歩行者道」の次に「、自転車歩行者専用道 

路、歩行者専用道路」を、「自動車駐車場」の次に「若しくは旅客特 

定車両停留施設」を加え、「又は除雪」を「、除雪」に、「幅員を」 

を「幅員又は道路構造令第４１条第１項の歩行者の滞留の用に供する 

部分の幅員を」に改め、第１章中同条の次に次の１条を加える。 

（災害等の場合の適用除外） 
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第２条の２ 災害等のため一時使用する旅客特定車両停留施設の構造 

及び設備については、この条例の規定によらないことができる。 

「第２章 歩道等」を「第２章 歩道等及び自転車歩行者専用道路 

等の構造」に改める。 

第３条中「設ける道路」の次に「、自転車歩行者専用道路及び歩行 

者専用道路」を加える。 

第４条第３項中「又は」を「若しくは」に改め、「いう。）」の次 

に「又は自転車歩行者専用道路若しくは歩行者専用道路（以下「自転 

車歩行者専用道路等」という。）」を、「当該歩道等」の次に「又は 

自転車歩行者専用道路等」を加え、同項を同条第５項とし、同条第２ 

項の次に次の２項を加える。 

３ 自転車歩行者専用道路の有効幅員は、富山市道路の構造の技術的 

基準等を定める条例第４２条第１項に規定する幅員の値以上とする 

ものとする。 

４ 歩行者専用道路の有効幅員は、富山市道路の構造の技術的基準等 

を定める条例第４３条第１項に規定する幅員の値以上とするものと 

する。 

第５条中「歩道等」の次に「又は自転車歩行者専用道路等」を加え

る。  

第６条第１項中「歩道等」の次に「又は自転車歩行者専用道路等」 

を加え、同条第２項中「除く。）」の次に「又は自転車歩行者専用道 

路等」を加える。  

「第３章 立体横断施設」を「第３章 立体横断施設の構造」に改 

める。 

第１２条第２号中「装置」を「設備」に改め、同条第５号中「によ 

り、籠外から籠内が」を「又は籠外及び籠内に画像を表示する設備が 

設置されていることにより、籠外にいる者と籠内にいる者が互いに」 

に改め、同条第８号、第９号及び第１３号中「装置」を「設備」に改 

める。 

第１３条各号列記以外の部分中「以下」の次に「この条において」 
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を加える。 

「第４章 乗合自動車停留所」を「第４章 乗合自動車停留所の構 

造」に改める。 

「第５章 路面電車停留場等」を「第５章 路面電車停留場等の構 

造」に改める。 

「第６章 自動車駐車場」を「第６章 自動車駐車場の構造」に改 

める。 

第３７条中「歩道等」の次に「、自転車歩行者専用道路等」を加え、

同条を第４８条とする。 

第３６条第１項中「歩道等」の次に「、自転車歩行者専用道路等」 

を加え、同条第２項中「及び自動車駐車場に」を「、自動車駐車場及 

び旅客特定車両停留施設に」に改め、同項ただし書中「及び自動車駐 

車場」を「、自動車駐車場及び旅客特定車両停留施設」に改め、「の 

路面」の次に「又は床面」を加え、同条を第４７条とする。 

第３５条中「歩道等」の次に「又は自転車歩行者専用道路等」を加 

え、同条に次の２項を加え、同条を第４６条とする。 

２ 旅客特定車両停留施設には、高齢者、障害者等の休憩の用に供す 

る設備を１以上設けるものとする。ただし、旅客の円滑な流動に支 

障を及ぼすおそれのある場合は、この限りでない。 

３ 前項の施設に優先席（主として、高齢者、障害者等の優先的な利 

用のために設けられる座席をいう。以下この項において同じ。）を 

設ける場合は、その付近に、当該優先席における優先的に利用する 

ことができる者を表示する案内標識を設けるものとする。 

第３４条第１項中「歩道等」の次に「、自転車歩行者専用道路等」 

を加え、「及び自動車駐車場」を「並びに自動車駐車場及び旅客特定 

車両停留施設」に改め、同条中第３項を第５項とし、第２項を第４項 

とし、第１項の次に次の２項を加え、同条を第４５条とする。 

２ 前項の規定により視覚障害者誘導用ブロックが敷設された旅客特 

定車両停留施設の通路と第１２条第１１号の基準に適合する乗降口 

に設ける操作盤、前条第６項の規定により設けられる設備（音によ 
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るものを除く。）、便所の出入口及び第４２条の基準に適合する乗 

車券等販売所との間の経路を構成する通路には、それぞれ視覚障害 

者誘導用ブロックを敷設するものとする。ただし、視覚障害者の誘 

導を行う者が常駐する２以上の設備がある場合であって、当該２以 

上の設備間の誘導が適切に実施されるときは、当該２以上の設備間 

の経路を構成する通路については、この限りでない。 

３ 旅客特定車両停留施設の階段、傾斜路及びエスカレーターの上端 

及び下端に近接する通路には、視覚障害者誘導用ブロックを敷設す 

るものとする。 

第３３条に次の４項を加え、同条を第４４条とする。 

３ 旅客特定車両停留施設のエレベーターその他の昇降機、傾斜路、 

便所、乗車券等販売所、待合所、案内所若しくは休憩設備（第５項 

において「移動等円滑化のための主要な設備」という。）又は同項 

に規定する案内板その他の設備の付近には、これらの設備があるこ 

とを表示する案内標識を設けるものとする。 

４ 前項の案内標識は、日本産業規格Ｚ８２１０に適合するものとす 

る。 

５ 公共用通路に直接通ずる出入口の付近には、移動等円滑化のため 

の主要な設備（第３３条第３項前段の規定により昇降機を設けない 

場合にあっては、同項前段に規定する他の施設のエレベーターを含 

む。以下この条において同じ。）の配置を表示した案内板その他の 

設備を設けるものとする。ただし、移動等円滑化のための主要な設 

備の配置を容易に視認できる場合は、この限りでない。 

６ 公共用通路に直接通ずる出入口の付近その他の適切な場所に、旅 

客特定車両停留施設の構造及び移動等円滑化のための主要な設備の 

配置を音、点字その他の方法により視覚障害者に示すための設備を 

設けるものとする。 

第７章を第８章とし、第６章の次に次の１章を加える。 

第７章 旅客特定車両停留施設の構造 

（通路） 
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第３３条 公共用通路（旅客特定車両停留施設に旅客特定車両（道路 

法施行規則（昭和２７年建設省令第２５号）第１条第１号から第３ 

号までに掲げる自動車をいう。以下同じ。）が停留することができ 

る時間内において常時一般交通の用に供されている一般交通用施設 

であって、旅客特定車両停留施設の外部にあるものをいう。以下同

じ。）から旅客特定車両の乗降口に至る通路のうち、乗降場ごとに 

１以上の通路は、次に定める構造とするものとする。 

(1) 有効幅員は、１．４メートル以上とすること。ただし、構造上 

の理由によりやむを得ない場合においては、通路の末端の付近の 

広さを車椅子の転回に支障のないものとし、かつ、５０メートル 

以内ごとに車椅子が転回することができる広さの場所を設けた上

で、有効幅員を１．２メートル以上とすることができる。 

(2) 戸を設ける場合は、当該戸は、次に定める構造とすること。 

ア 有効幅は、９０センチメートル以上とすること。ただし、構 

造上の理由によりやむを得ない場合においては、８０センチメ 

ートル以上とすることができる。 

イ 自動的に開閉する構造又は高齢者、障害者等が容易に開閉し 

て通過できる構造とすること。 

(3) 車椅子使用者が通過する際に支障となる段差を設けないこと。 

ただし、傾斜路を設ける場合においては、この限りでない。 

２ 前項の１以上の通路（以下「移動等円滑化された通路」という。 

 ）において床面に高低差がある場合は、エレベーター又は傾斜路を 

設けるものとする。ただし、構造上の理由によりやむを得ない場合 

においては、エスカレーター（構造上の理由によりエスカレーター 

を設置することが困難である場合は、エスカレーター以外の昇降機 

であって車椅子使用者の円滑な利用に適した構造のもの）をもって 

これに代えることができる。 

３ 旅客特定車両停留施設に隣接しており、かつ、旅客特定車両停留 

施設と一体的に利用される他の施設のエレベーター（第３５条の基 

準に適合するものに限る。）又は傾斜路（第３６条の基準に適合す 
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るものに限る。）を利用することにより高齢者、障害者等が旅客特 

定車両停留施設に旅客特定車両が停留することができる時間内にお 

いて常時公共用通路と旅客特定車両の乗降口との間の移動を円滑に 

行うことができる場合は、前項の規定によらないことができる。管 

理上の理由により昇降機を設置することが困難である場合も、また 

同様とする。 

４ 旅客特定車両停留施設の通路は、次に定める構造とするものとす

る。 

(1) 床の表面は、平たんで、滑りにくい仕上げとすること。 

(2) 段差を設ける場合は、当該段差は、次に定める構造とすること。 

ア 踏面の端部の全体とその周囲の部分との色の輝度比が大きい 

こと等により段差を容易に識別できるものとすること。 

イ 段鼻の突き出しその他のつまずきの原因となるものを設けな 

い構造とすること。 

（出入口） 

第３４条 移動等円滑化された通路と公共用通路の出入口は、次に定  

める構造とするものとする。 

(1) 有効幅は、９０センチメートル以上とすること。ただし、構造  

上の理由によりやむを得ない場合においては、８０センチメート  

ル以上とすることができる。 

(2) 戸を設ける場合は、当該戸は、次に定める構造とすること。 

ア 有効幅は、９０センチメートル以上とすること。ただし、構  

造上の理由によりやむを得ない場合においては、８０センチメ   

ートル以上とすることができる。 

イ 自動的に開閉する構造又は高齢者、障害者等が容易に開閉し  

て通過できる構造とすること。 

(3) 車椅子使用者が通過する際に支障となる段差を設けないこと。  

ただし、傾斜路を設ける場合においては、この限りでない。 

（エレベーター） 

第３５条 移動等円滑化された通路に設けるエレベーターは、次に定  
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める構造とするものとする。 

(1) 籠の内法幅は１．４メートル以上とし、内法奥行きは１．３５

メートル以上とすること。ただし、籠の出入口が複数あるエレベ 

ーターであって、車椅子使用者が円滑に乗降できる構造のもの（ 

開閉する籠の出入口を音声により知らせる設備が設けられている 

ものに限る。）にあっては、この限りでない。 

(2) 籠及び昇降路の出入口の有効幅は、８０センチメートル以上と  

すること。 

(3) 籠内に、車椅子使用者が乗降する際に籠及び昇降路の出入口を  

確認するための鏡を設けること。ただし、第１号ただし書の構造  

のエレベーターにあっては、この限りでない。 

２ 第１２条第５号から第１３号までの規定は、移動等円滑化された 

通路に設けるエレベーターについて準用する。 

３ 移動等円滑化された通路に設けるエレベーターの台数、籠の内法 

幅及び内法奥行きは、旅客特定車両停留施設の高齢者、障害者等の 

利用の状況を考慮して定めるものとする。 

（傾斜路） 

第３６条 移動等円滑化された通路に設ける傾斜路（その踊場を含む。

以下この条において同じ。）は、次に定める構造とするものとする。

ただし、構造上の理由によりやむを得ない場合においては、この限  

りでない。 

(1) 有効幅員は、１．２メートル以上とすること。ただし、階段に  

併設する場合においては、９０センチメートル以上とすることが  

できる。 

(2) 縦断勾配は、８パーセント以下とすること。ただし、傾斜路の  

高さが１６センチメートル以下の場合は、１２パーセント以下と  

することができる。 

(3) 高さが７５センチメートルを超える傾斜路にあっては、高さ７  

５センチメートル以内ごとに踏み幅１．５メートル以上の踊場を  

設けること。 
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２ 移動等円滑化された通路に設ける傾斜路の床の表面は、平たんで、

滑りにくい仕上げとすること。 

３ 第１３条第３号から第５号まで、第７号、第８号及び第１０号の 

規定は、移動等円滑化された通路に設ける傾斜路について準用する。 

（エスカレーター） 

第３７条 移動等円滑化された通路に設けるエスカレーターは、次に  

定める構造とするものとする。ただし、第３号及び第４号について

は、複数のエスカレーターが隣接した位置に設けられる場合は、そ  

のうち１のみが適合していれば足りるものとする。 

(1) 上り専用のものと下り専用のものをそれぞれ設置すること。た  

だし、旅客が同時に双方向に移動することがない場合においては、

この限りでない。 

(2) エスカレーターの上端及び下端に近接する通路の床面等におい

て、当該エスカレーターへの進入の可否を示すこと。ただし、上  

り専用又は下り専用でないエスカレーターにおいては、この限り  

でない。 

(3) 踏み段の有効幅は、８０センチメートル以上とすること。 

(4) 踏み段の面を車椅子使用者が円滑に昇降するために必要な広さ  

とすることができる構造であり、かつ、車止めが設けられている  

こと。 

２ 第１４条第２号から第５号までの規定は、移動等円滑化された通 

路に設けるエスカレーターについて準用する。 

３ 移動等円滑化された通路に設けるエスカレーターには、当該エス 

カレーターの行き先及び昇降方向を音声により知らせる設備を設け 

るものとする。 

（階段） 

第３８条 第１６条第２号から第８号まで、第１０号及び第１１号の  

規定は、移動等円滑化された通路に設ける階段について準用する。 

（乗降場） 

第３９条 旅客特定車両停留施設の乗降場は、次に定める構造とする 
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ものとする。 

(1) 床の表面は、平たんで、滑りにくい仕上げとすること。 

(2) 旅客特定車両の通行方向に平行する方向の縦断勾配は、５パー 

セント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由 

によりやむを得ない場合においては、８パーセント以下とするこ 

とができる。 

(3) 横断勾配は、１パーセント以下とすること。ただし、誘導車路 

の構造、気象状況又は地形の状況その他の特別の理由によりやむ 

を得ない場合においては、２パーセント以下とすることができる。 

(4) 乗降場の縁端のうち、誘導車路その他の旅客特定車両の通行、 

停留又は駐車の用に供する場所（以下この号において「旅客特定 

車両用場所」という。）に接する部分には、柵、視覚障害者誘導 

用ブロックその他の視覚障害者の旅客特定車両用場所への進入を 

防止するための設備が設けられていること。 

(5) 当該乗降場に接して停留する旅客特定車両に車椅子使用者が円 

滑に乗降できる構造のものであること。 

（運行情報提供設備） 

第４０条 旅客特定車両の運行に関する情報を文字等により表示する 

ための設備及び音声により提供するための設備を設けるものとする。

ただし、電気設備がない場合その他技術上の理由によりやむを得な 

い場合は、この限りでない。 

（便所） 

第４１条 第３０条から第３２条までの規定は、旅客特定車両停留施 

設に便所を設ける場合について準用する。この場合において、第３ 

１条第１項第１号中「第２５条に規定する通路」とあるのは「移動 

等円滑化された通路」と、「同条各号」とあるのは「第２５条各号 

」と読み替えるものとする。 

（乗車券等販売所、待合所及び案内所） 

第４２条 乗車券等販売所を設ける場合は、そのうち１以上は、次に 

定める構造とするものとする。 
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(1) 移動等円滑化された通路と乗車券等販売所との間の通路は、第 

３３条第１項各号に掲げる基準に適合するものであること。 

(2) 出入口を設ける場合は、そのうち１以上は、次に定める構造と 

すること。 

ア 有効幅は、８０センチメートル以上とすること。 

イ 戸を設ける場合は、当該戸は、次に定める構造とするものと  

する。 

（ア） 有効幅は、８０センチメートル以上とすること。 

（イ） 高齢者、障害者等が容易に開閉して通過できる構造とする 

こと。 

ウ 車椅子使用者が通過する際に支障となる段差を設けないこと。

ただし、傾斜路を設ける場合においては、この限りでない。 

(3) カウンターを設ける場合は、そのうち１以上は、車椅子使用者 

の円滑な利用に適した構造のものであること。ただし、常時勤務 

する者が容易にカウンターの前に出て対応できる構造である場合

は、この限りでない。 

２ 前項の規定は、待合所及び案内所を設ける場合について準用する。 

３ 乗車券等販売所又は案内所（勤務する者を置かないものを除く。

 ）は、聴覚障害者が文字により意思疎通を図るための設備を設ける 

 ものとする。この場合において、当該設備を保有している旨を当該 

 乗車券等販売所又は案内所に表示するものとする。 

（券売機） 

第４３条 乗車券等販売所に券売機を設ける場合は、そのうち１以上

は、高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造とするものとする。

ただし、乗車券等の販売を行う者が常時対応する窓口が設置されて 

いる場合は、この限りでない。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 
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議案第２１６号 

   委託契約締結の件 

 富山市科学博物館プラネタリウム更新業務委託について、次のとお

り委託契約を締結するため、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）

第９６条第１項第５号の規定により、市議会の議決を求める。 

  令和３年１２月１日提出 

 

               富山市長  藤 井 裕 久 

 

               記 

 

１ 契 約 の 目 的 富山市科学博物館プラネタリウム更新業務委託 

２ 契 約 の 方 法 随意契約 

３ 契 約 の 金 額 ３２３，７８５，０００円 

４ 契約の相手方 東京都府中市矢崎町四丁目１６番地 

         株式会社五藤光学研究所 

         取締役社長 五藤 信隆 
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議案第２１７号 

   工事請負契約締結の件 

 上滝中学校校舎及び体育館解体工事について、次のとおり請負契約 

を締結するため、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第 

１項第５号の規定により、市議会の議決を求める。 

  令和３年１２月１日提出 

 

               富山市長  藤 井 裕 久     

 

記 

 

１ 契 約 の 目 的 上滝中学校校舎及び体育館解体工事 

２ 契 約 の 方 法 一般競争入札 

３ 契 約 の 金 額 ２９０，２７６，８００円 

４ 契約の相手方 砂原組・岡本組上滝中学校校舎及び体育館解体工 

事共同企業体 

代表者 

          富山市山室１７６番地 

          株式会社砂原組 

          代表取締役 砂原 太助 
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議案第２１８号 

   特定事業変更契約締結の件 

 令和３年６月３０日定例市議会において議決を得た大山地域公共施

設複合化事業について、次のとおり変更契約を締結するため、民間資

金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律（平成１１

年法律第１１７号）第１２条の規定により、市議会の議決を求める。 

  令和３年１２月１日提出 

 

               富山市長  藤 井 裕 久 

 

               記 

 

１ 契 約 の 金 額  

  変 更 前 ２，３３３，６３６，７４６円に事業契約約款に 

定め る方法による金利変更及び物価変動による増 

減額並びに当該額に係る消費税及び地方消費税相 

当額による増減額を加算した額 

  変 更 後 ２，５９５，６３９，８５４円に事業契約約款に 

定め る方法による金利変更及び物価変動による増 

減額並びに当該額に係る消費税及び地方消費税相 

当額による増減額を加算した額 
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議案第２１９号 

第２次富山市総合計画後期基本計画策定の件 

富山市総合計画の議決に関する条例（平成３１年富山市条例第３８

号）の規定により、第２次富山市総合計画後期基本計画を次のとおり

定める。 

令和３年１２月１日提出 

 

富山市長  藤 井 裕 久 

 

第２次富山市総合計画後期基本計画 

 

１ 策定の趣旨 

  本市におけるまちづくりの長期的かつ基本的な方針を定めた第２ 

 次富山市総合計画基本構想（計画期間：平成２９年度から令和８年

度まで）を踏まえ、基本構想で示したまちづくりの基本理念や目指

す都市像、まちづくりの目標を実現するため、前期基本計画（計画

期間：平成２９年度から令和３年度まで）に引き続く、後期基本計

画（計画期間：令和４年度から令和８年度まで）を策定し、本市の

今後５年間の施策の方向を明らかにするもの。 

 

２ 計画期間 

  後期基本計画の期間は、令和４年度から令和８年度までの５箇年

とする。 

 

３ 施策の方向 

まちづくりの目標Ⅰ すべての人が輝き安心して暮らせるまち 

政策１ すべての世代が学び活躍できるひとづくり 

施策１ 学校教育の充実 

学校教育環境の整備・充実、自主性・創造性を備えた子

どもの育成、安心・安全な学校づくり及び心身の健康づく
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りの推進を施策の方向として定める。 

  施策２ 高等教育の振興 

高等教育機関との連携強化及び市立専門学校の教育研究

機能の充実を施策の方向として定める。 

  施策３ 家庭・地域における教育力の向上 

学校・家庭・地域との連携及び家庭における教育力の向

上を施策の方向として定める。 

  施策４ 生涯学習の充実 

生涯学習活動の充実、生涯学習拠点の充実及び図書館に

おける交流促進を施策の方向として定める。 

 

政策２ いつまでも元気で暮らせる健康づくり 

  施策１ スポーツ・レクリエーション活動の振興 

スポーツ・レクリエーション活動の推進及びスポーツ・

レクリエーション拠点の充実を施策の方向として定める。 

  施策２ 健康づくり活動の充実 

からだの健康づくりの推進、心の健康づくりの推進、健

康まちづくりの推進、難病対策の充実及び感染症対策の強

化を施策の方向として定める。 

  施策３ 介護予防・高齢者の元気づくり 

フレイル予防・介護予防活動の推進及び高齢者の社会参

加と生きがいづくりの推進を施策の方向として定める。 

 

政策３ 誰もが自立し安心して暮らせるまちづくり 

  施策１ 出産・子育て環境の充実 

保育所の整備・充実、多様な保育サービスの提供、子育

て支援の充実、児童健全育成事業の充実、児童館の整備、

ひとり親家庭への支援、児童虐待防止体制の整備、妊娠・

出産・子育てを切れ目なく支援する環境づくり及び子育て

と仕事の両立支援を施策の方向として定める。 
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  施策２ 高齢者・障害者への支援 

高齢者の自立を支える地域づくり、介護サービス基盤の

整備、高齢者・障害者にやさしい環境づくり、障害者の自

立と社会参加の促進及び複数分野にまたがる課題を抱える

世帯への包括的支援体制の整備を施策の方向として定め

る。 

  施策３ 保健・医療・福祉の連携、充実 

在宅医療・介護の連携推進及び市立病院における医療提

供体制の充実、連携強化を施策の方向として定める。 

 

まちづくりの目標Ⅱ 安心・安全で持続性のある魅力的なまち 

政策１ 人にやさしい安心・安全なまちづくり 

  施策１ 災害に強く回復力のある安全なまちづくり 

地震・津波対策の強化、浸水対策の強化、流域治水の推

進、土砂災害の防止、災害への対応機能の強化、防災意識

の啓発、ＩＣＴを活用した安心・安全なまちづくり、公共

施設等の長寿命化・老朽化対策及び危機管理体制の強化を

施策の方向として定める。 

  施策２ 雪に強いまちづくり 

除排雪体制の強化・再構築、道路の消雪施設の整備・更

新及び地域ぐるみの除排雪活動への支援を施策の方向とし

て定める。 

  施策３ 消防･救急体制の整備 

地域における消防拠点の整備と機能強化、多様な災害や

事故への対応能力の強化、市民の防火意識の高揚及び市民

による応急手当の普及啓発を施策の方向として定める。 

  施策４ 防犯・交通安全対策の充実 

地域の防犯・交通安全体制の強化、防犯意識の啓発、交

通安全施設の整備、交通安全意識の醸成、自転車利用者の

利便性と安全の確保及び安心して通行できる快適な歩行空
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間の確保を施策の方向として定める。 

  施策５ 快適な生活環境づくり 

大気環境などの監視活動の強化、事業所等への指導の強

化、食品衛生・生活衛生対策の強化、安全でおいしい水の

安定供給、汚水処理施設の改築、地下水の適正利用の啓発、

空き家・空き地対策の推進、地域の環境美化、墓地・斎場

の環境整備、消費生活の情報提供の充実及び農林水産物の

流通体制の確保を施策の方向として定める。 

 

政策２ コンパクトなまちづくり 

  施策１ 賑わいと交流の都市空間の整備・充実 

富山駅周辺の南北一体的なまちづくりの推進、中心市街

地の賑わい再生、歩行空間の整備・充実及び良好な都市景

観の創出を施策の方向として定める。 

  施策２ 歩いて暮らせるまちづくりの推進 

コンパクトなまちの実現に向けたまちづくりの推進、公

共交通沿線居住の推進及び歩くライフスタイルの推進を施

策の方向として定める。 

  施策３ まちなか居住の推進 

まちなか居住の推進を施策の方向として定める。 

  施策４ 地域の生活拠点の整備 

生活拠点地区の機能強化及び公共施設の再編による都市

機能の集積を施策の方向として定める。 

  施策５ 交通体系の整備 

公共交通の利用促進、基幹交通の利便性向上、ＬＲＴネッ

トワークの形成、生活交通の確保、多様な主体による交通

の確保、陸・海・空の広域交通網の確保及び次世代型交通

システムへの対応を施策の方向として定める。 

 

政策３ 潤いと安らぎのあるまちづくり 
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  施策１ 個性を生かした地域環境の整備 

特徴的な地域資源の活用及び自然体験空間の整備を施策

の方向として定める。 

  施策２ 水と緑が映えるまちづくり 

水と緑のまちづくり、緑地の維持と緑化活動の推進及び

海辺の活用による沿岸地域の活性化を施策の方向として定

める。 

  施策３ 潤いのある都市生活基盤の整備 

自然景観や伝統的な景観の保全・形成、景観に関する市

民意識の啓発、質の高い市街地景観の創出、健全な市街地

の再整備、都市部や地域の骨格を形成する道路網の整備、

多様な目的に対応した公園などの整備及び多様な市民ニー

ズに対応した市営住宅の整備を施策の方向として定める。 

  施策４ 暮らしの安全を守り安らぎを与える森づくり 

計画的な森林整備、新たな森林管理システムの構築、森

林ボランティアとの連携、生態系に配慮した取組の推進及

び有害鳥獣による人身被害の防止を施策の方向として定め

る。 

  施策５ 中山間地域の振興 

中山間地域の活性化及び中山間地での自然体験空間の整

備を施策の方向として定める。 

 

政策４ 自然にやさしいまちづくり 

  施策１ 循環型まちづくりの基盤整備 

      ごみの減量とリサイクルの推進、廃棄物の適正処理の推

進及びエコタウン事業の充実を施策の方向として定める。 

  施策２ エネルギーの有効活用 

再生可能エネルギーの導入促進、省エネルギー対策の推

進、電動車等の普及促進及び自立分散型エネルギーシステ

ムの面的な展開とレジリエンスの強化を施策の方向として 
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定める。 

  施策３ 市民・企業・行政の協働による環境負荷低減への取組 

エコライフ・エコ企業活動の促進及び環境教育の推進を

施策の方向として定める。 

 

まちづくりの目標Ⅲ 人が集い活気にあふれ希望に満ちたまち 

政策１ 新たな価値を創出する産業づくり 

  施策１ ものづくり・しくみづくりの強化 

商工業等の振興、中小企業の経営基盤安定・強化への支

援、商店街の活性化及びコミュニティビジネスへの支援を

施策の方向として定める。 

  施策２ 企業の誘致・拠点化支援 

企業立地の促進を施策の方向として定める。 

  施策３ 新産業・新事業の創出 

新たな産業の育成及び多様な主体による共創の推進を施

策の方向として定める。 

  施策４ 強い農林水産業の振興 

担い手の育成・確保、農業生産基盤整備と農地集積、ス

マート農林水産業の推進、農林水産物プロモーションの推

進、農林水産物の高付加価値化、健康作物の栽培振興、持

続可能な水産業の展開、持続可能な林業経営の展開と適切

な森林施業の基盤整備及び有害鳥獣による農作物被害の低

減を施策の方向として定める。 

  施策５ 活力を創出する人材育成 

各産業を支える人材育成、起業者への支援及びデジタル

人材の育成支援を施策の方向として定める。 

 

政策２ 観光・交流のまちづくり 

  施策１ 広域・滞在型観光の推進 

富山を拠点とした広域観光の推進、富山の魅力を活用し
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た滞在型観光の推進及びインバウンド（外国人観光客）の

誘致促進を施策の方向として定める。 

  施策２ 観光資源の創出・発信と受入体制の整備 

地域資源の活用による新たな観光資源の創出、多様化す

る観光客への観光情報発信と受入体制の充実及び富山ブラ

ンドの確立・推進を施策の方向として定める。 

  施策３ 多様な交流の促進 

コンベンション誘致の推進、アフターコンベンションの

充実、さまざまな国際交流活動への支援及び外国人が過ご

しやすいまちづくりを施策の方向として定める。 

 

政策３ いきいきと働けるまちづくり 

  施策１ 多様な雇用機会の創出 

雇用機会の拡大と就労支援を施策の方向として定める。 

  施策２ 勤労者福祉の向上 

勤労者福祉の向上及び仕事と生活の調和がとれた職場環

境づくりを施策の方向として定める。 

  施策３ 二地域居住・移住の支援 

マルチハビテーションの推進を施策の方向として定める。 

 

政策４ 歴史・文化・芸術のまちづくり 

  施策１ 伝統的文化・文化遺産の保全・活用 

文化遺産等の保全・活用及び新たな文化の育成を施策の 

方向として定める。 

  施策２ 質の高い芸術文化の発信 

「ガラスの街とやま」の推進及びデザインの普及とデザ

イン活動への支援を施策の方向として定める。 

  施策３ 市民の芸術文化活動への支援 

      優れた芸術文化に親しむ機会の充実、市民の芸術文化活

動拠点の充実及び市民の芸術文化活動への支援と人材の育 
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     成を施策の方向として定める。 

 

まちづくりの目標Ⅳ 共生社会を実現し誇りを大切にする協働の

まち 

政策１ 市民協働による共生社会づくり 

  施策１ 市民主体のまちづくり 

      協働を推進する環境整備、地域の魅力を生かしたまちづ

くり、市政への参画機会の拡大、市民との意見交換の機会

の充実及び広報紙等による情報提供の充実を施策の方向と

して定める。 

  施策２ 一人ひとりが尊重される地域社会づくり 

一人ひとりの個性と創造性を尊重する地域社会づくり、

女性活躍の推進、犯罪被害者等への対応及び自然災害の被

災者への支援を施策の方向として定める。 

  施策３ 地域を担う人材の育成 

交流活動の機会の充実を施策の方向として定める。 

  施策４ コミュニティの強化 

地域活動の推進及び地域の活動拠点の整備を施策の方向

として定める。 

 

政策２ 市民の誇りづくり 

  施策１ 地域・自治体としてのブランディングとシティプロモー

ション 

富山のイメージを高めるブランド化の推進、選ばれるま 

ちづくりの推進、市内の自然の魅力発信及び都市間の連携 

・交流による魅力の創出を施策の方向として定める。 

  施策２ シビックプライドの醸成 

地域の強みや魅力の発掘・再発見及びふるさと教育の推

進を施策の方向として定める。 
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政策３ しなやかな行政体づくり 

  施策１ 計画的で効率的な行財政運営の推進 

将来にわたる都市経営の視点をもった行財政運営の推進、 

スマートシティの推進、情報セキュリティ対策の強化、健

全財政の維持及び未利用財産の売却・有効活用を施策の方

向として定める。 

  施策２ 職員の意識改革と組織の活性化 

多様な行政ニーズに対応できる職員の育成及び職員の地

域への参画を施策の方向として定める。 

  施策３ 地方分権・広域連携行政への対応 

地方分権への対応及び県や近隣自治体との連携等の推進

を施策の方向として定める。 
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議案第２２０号 

土地処分の件 

呉羽南部企業団地分譲地として、次のとおり土地を処分するため、 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第８号の規定 

により、市議会の議決を求める。 

令和３年１２月１日提出 

 

               富山市長  藤 井 裕 久   

 

               記 

 

１ 場    所  富山市池多１８３１番３ 

２ 面    積  １２，０１８．３１㎡ 

３ 売 払 価 格 ２７２，８１５，６３７円 

４ 契約の相手方 東京都品川区戸越６丁目５番５号 

ＳＭＫ株式会社 

         代表取締役 池田 靖光 
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議案第２２１号 

土地処分の件 

次のとおり土地を処分するため、地方自治法（昭和２２年法律第６ 

７号）第９６条第１項第８号の規定により、市議会の議決を求める。 

令和３年１２月１日提出 

 

               富山市長  藤 井 裕 久     

 

               記 

 

１ 場    所  富山市寺町字川原田５４４番１外 

２ 面    積  １６，３２９．１９㎡ 

３ 売 払 価 格 ３１５，０００，０００円 

４ 契約の相手方 (1) 共有持分２分の１ 

           富山市石坂２４４９番地２ 

           株式会社ロクショウ 

           代表取締役 松原 教夫 

         (2) 共有持分２分の１ 

           高岡市出来田２４５番地１ 

           有限会社ア・ライズ 

           代表取締役 前馬 剛 
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議案第２２２号 

字の区域の変更及び廃止の件 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条第１項の規定に 

より、土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第５４条第４項の規 

定による換地処分の公告があった日の翌日から本市内の字の区域を別 

紙のとおり変更及び廃止する。 

  令和３年１２月１日 

 

               富山市長   藤  井  裕  久     
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１ 字の区域の変更に関するもの 

 

 

市 町 村 名 

 

従前の大字、字の区域を変更し、大字「平榎」に 

編入する区域 

 

 

大 字 名 

 

字   名 

 

 

地           番 

富 山 市 

 

 

 

 

 

 

横  越 水 窪 割 ９２５－３、 

９４１－２の一部 

 ６８－１の一部、６８－２、 

６９、７０、７１－１の一部、 

７１－２、８８－１の一部、 

８８－２、８９から９１まで、 

９２の一部、９３ 

辻 ヶ 堂 中 野 １、２、３－１、３－２、 

４から６まで、７－１、７－２、

８－１、８－２、９－１、 

９－２、１０、１１、 

１２－１、１２－２、 

１３－１、１３－２、 

１４－１、１４－２、１５、 

１６－１、１６－２、 

１７から１９まで、２０－１、 

２０－２、２１－１、 

２１－２、２２－１、 

２２－２ 

野  中  ８６－１、８６－２、 

８７－１、８７－２、 

８８－１、８８－２、 

８９－１、８９－２、 

９０－１、９０－２、 

９１－１、９１－２、 

９２から９７まで、９８－１、 

１１０の一部、１１１、 

１１２、１６８－１の一部 

野  田 早 稲 田 割 １１－１、１２、１４、 

６６－１の一部、 

１６５の一部、 

１６６－１の一部 

  中 野 割 ２４７から２５１まで 

上記の区域内にある市有地の全部を含む。 
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辻



 

 

 

 

市 町 村 名 

 

従前の大字、字の区域を変更し、大字「野田」に 

編入する区域 

 

 

大 字 名 

 

字   名 

 

 

地           番 

富 山 市 

 

横  越 水 窪 割 １０８９ 

 １４４、１６７、１７３、 

１７４ 

浜 黒 崎  ５９１から５９４まで、 

５９５－１、５９５－２、 

５９６から５９８まで、 

５９９－１、５９９－２、 

６００から６０４まで 

平  榎 一 番 割 １４９の一部、１５０の一部、 

１６５の一部、 

１６６－２の一部、 

２１０－２、２１１－２、 

２１２－２、２１３－２、 

２１４－２、２１５－２ 

上記の区域内にある市有地の全部を含む。 
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市 町 村 名 

 

従前の大字、字の区域を変更し、大字「野中」に 

編入する区域 

 

 

大 字 名 

 

字   名 

 

 

地           番 

富 山 市 

 

平  榎 一 番 割 ５の一部、５７の一部、 

５８の一部、５９の一部、 

６０の一部、６１－１の一部 

上記の区域内にある市有地の全部を含む。 
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市 町 村 名 

 

従前の大字、字の区域を変更し、大字「横越」に 

編入する区域 

 

 

大 字 名 

 

字   名 

 

 

地           番 

富 山 市 

 

野  田 早 稲 田 割 １５から１７まで、 

１８－１、２２－１の一部、 

２３の一部、２４－１の一部、 

２４－２の一部、 

３８の一部、３９－２の一部、 

６６－１の一部 

上記の区域内にある市有地の全部を含む。 
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２ 字の区域の廃止に関するもの  

 

 

市 町 村 名 

 

従前の字の区域を廃止する区域 

 

大 字 名 

 

字   名 

 

 

地           番  

富 山 市 

 

 

 

 

 

横  越 

 

水 窪 割 

 

９４１－２の一部、 

９４２－２、９４２－５、 

９４２－６、９４３－２、 

９４３－５、９４３－６、 

９４７－３、９４８－４、 

９９２、９９３ 

平  榎 一 番 割 １から４まで、５の一部、 

６から２０まで、 

２２から３７まで、 

３８－１から３８－４まで、 

３９－１、４０－１、 

４０－２、４１から４３まで、 

４４－１、４４－２、 

４５から５０まで、 

５１－１、５１－２、 

５２－１、５２－２、 

５３から５６まで、 

５７の一部、５８の一部、 

５９の一部、６０の一部、 

６１－１の一部、６２－１、 

６３－１、６４－１、 

６５－１、６６－１、 

６７－１、 

６８－１から６８－３まで、 

７０、９８－２、９９－１、 

９９－２、 

１００から１０４まで、 

１０８－１、１０９－１、 

１１０－１、１１１－１、 

１１２－１、１１３－１、 

１１４－１、１１５－１、 

１１８－１、１１８－２、 

１１９－１、１２０－１、 

１２１－１、１２２－１、 

１２３－１、１２３－２、 

１２４から１３０まで、 
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市 町 村 名 

 

従前の字の区域を廃止する区域 

 

大 字 名 

 

字   名 

 

 

地           番  

富 山 市 

 

 

 

 

 

 

 

平  榎 一 番 割 １３１－１、１３１－２、 

１３２から１３６まで、 

１３７－１、１３７－２、 

１３８－１、１３８－３、 

１４２から１４８まで、 

１４９の一部、１５０の一部、 

１５１から１５３まで、 

１５４－１、１５９－１、 

１６０－１、１６１－２、 

１６１－５、１６２－１、 

１６３－１、１６４、 

１６５の一部、 

１６６－２の一部、 

１６７－２ 

屋敷東割 ２－１ 

屋 敷 割 ５－２、５－７、５－８ 

亀 田 割 １－１から１－１４まで、 

２－１、 

５－１から５－４まで、 

６－１から６－３まで、 

７－１、１６－１、１７－１、 

１８－１、 

５５－１から５５－４まで、 

５７から６０まで、６４－１、 

６５ 

南 早 稲 田

割 

 

１－１、１－３、２－１、 

２－２、３、４、５－１、 

１２－１、１３、１４－１、 

１５－７から１５－１０まで、 

１７－１、１７－２、 

１８－１から１８－４まで、 

１９－２、２０－１、 

２０－２、２１－１、 

２１－２、４６、４７－１、 

４８－１、４９－１ 
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市 町 村 名 

 

従前の字の区域を廃止する区域 

 

大 字 名 

 

字   名 

 

 

地           番 

富 山 市 

 

 

 

 

 

 

 

平  榎 二 番 割 １－１から１－３まで、 

２－１、２－２、３－１、 

３－２、４、５－１、 

１４－１、１４－２、 

１５から１７まで、１８－１、 

１８－２、１９、２０ 

畔 下 割 

 

１－１から１－４まで、 

２－１から２－１０まで、 

３－１から３－９まで、 

４－１から４－６まで、 

５－１から５－３まで、 

５－５、５－６、 

６－１から６－５まで、 

７－１から７－４まで、 

７－６、 

８－１から８－４まで、 

８－６、 

９－１から９－７まで、 

１０－１から１０－２０まで、 

１５－１、１５－３、 

１６－１から１６－８まで、 

１７－２、１７－３、１８、 

１９－１から１９－６まで、 

２０－１、２０－２、 

２１－１から２１－４まで、 

２２－１、２２－２、 

２４－１、２４－２、 

２５－１、２５－２、 

２６－１から２６－６まで、 

３０－１、３３、３４－１、 

３４－２、３５、３６－１、 

３６－２ 
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市 町 村 名 

 

従前の字の区域を廃止する区域 

 

大 字 名 

 

字   名 

 

 

地           番  

富 山 市 

 

 

 

 

 

 

 

平  榎 北 早 稲 田

割 

 

 

 

 

１０－１、１０－２、 

１１－１、１１－２、 

１３－１、１３－２、 

１４、１５、１６－１、 

１６－２、 

１７－１から１７－４まで、 

１８－１から１８－３まで、 

１９－２から１９－６まで、 

１９－８から１９－２１まで 

野  田 下 平 均 割 ７５－３から７５－１０まで、 

７５－１２から７５－２１まで、

７５－２３、７５－２４、 

７６－２、７９－１、１４５、 

１４７ 

戸 尻 割 ８２－１、 

１０５から１０８まで、 

１１０、１１１、１１３、 

１１４ 

市 水 口 割 ９６から１０３まで、１１２、 

１１５から１２０まで、 

１４０－２、１４２－１、 

１５３－２、１５３－３ 

早 稲 田 割 ２２－１の一部、２３の一部、 

２４－１の一部、 

２４－２の一部、 

３８の一部、３９－２の一部、 

６６－１の一部、 

１６５の一部、 

１６６－１の一部、 

１６６－２、 

１６７から１７０まで、 

２００－１、２００－２、 

２０１－１、２０１－２、 

２０２から２０４まで、 

２０５－２、２０６－１、 

２０６－４、２０６－５、 
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市 町 村 名 

 

従前の字の区域を廃止する区域 

 

大 字 名 

 

字   名 

 

 

地           番  

富 山 市 

 

 

 

 

 

 

 

野  田 早 稲 田 割 ２０７－２、２０７－３、 

２０８－１、２０９、 

２１０－１から２１０－３まで、

２１１－１、２１４－１、 

２１５－１、２１７－１、 

２１８－１、２１９－１ 

大 畑 割 ９、３２－１、３２－３、 

３２－４、３３－１、 

３３－２、 

３７－１から３７－３まで、 

４４－１、４５－１、 

４５－５、４７－１、 

７４－３、１５０、 

１５２－１、 

１５２－３から１５２－５まで、

２５８、２５９、２５９－１、 

２６０、２６２ 

島 田 割 １－２、７ 

東 畑 割 ８ 

平 均 割 ５、１３－１、１３－２、 

１３－７、 

３３－４から３３－６まで、 

３５－１、７６－１、７７、 

７８、 

８１－１から８１－３まで、 

１３６－１、１３７－１、 

１４６、２５７ 

上記の区域内にある市有地の全部を含む。 
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議案第２２３号 

   字の区域の変更及び廃止の件 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条第１項の規定に 

より、土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第５４条第４項の規 

定による換地処分の公告があった日の翌日から本市内の字の区域を別 

紙のとおり変更及び廃止するものとする。 

  令和３年１２月１日提出 

 

               富山市長  藤 井 裕 久     
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１ 字の区域の変更に関するもの 

 

 

市 町 村 名 

 

従前の大字の区域を変更し、大字 ｢ 婦中町長沢 ｣  

に編入する区域 

 

 

大 字 名 

 

字  名 

 

 

地           番 

富 山 市 

 

婦 中 町

河 原 町 

 １の一部、２－２の一部、 

３－２の一部、５－２の一部、 

６－３の一部、７－３の一部、 

８－２の一部、９－２の一部、 

２２０－５の一部、 

２２４－４の一部、２２８－４、 

２３０－４、２３１－６の一部、 

３２０－４の一部、 

３８６－３の一部、 

３８７－４の一部、 

３８８－２の一部、 

３８９－２の一部、 

３９０－３の一部、 

３９１－２の一部、 

３９２－２の一部 

上記の区域内にある市有地の全部を含む。 
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市 町 村 名 

 

従前の大字、字の区域を変更し、大字 ｢ 婦中町河 

原町 ｣ に編入する区域 

 

 

大 字 名 

 

字  名 

 

 

地           番 

富 山 市 

 

婦 中 町

長  沢 

下 松 木 ２５－４の一部、２６－５の一部、

２７－３の一部、３２－３の一部、

３３－４の一部、３４－３の一部、

３５－３の一部、３５－４の一部、

８１－３、８２－５の一部、 

８３－６の一部、８４－６の一部、

８４－７の一部、 

３７０－２の一部、 

３７２－２の一部、 

３７３－３の一部、 

３７６－２の一部、 

３７７－２の一部、 

３７８－４の一部、 

３７９－５の一部、 

３８０－４の一部、 

３８１－３の一部 

上記の区域内にある市有地の全部を含む。 
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市 町 村 名 

 

従前の大字の区域を変更し、大字 ｢ 婦中町下吉川 ｣

に編入する区域 

 

 

大 字 名 

 

字  名 

 

 

地           番 

富 山 市 

 

婦 中 町

河 原 町 

 ５－２の一部、６－３の一部、 

７－３の一部、８－２の一部、 

９－２の一部、 

２２０－５の一部、 

２２４－４の一部 

上記の区域内にある市有地の全部を含む。 
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２ 字の区域の廃止に関するもの 

 

 

市 町 村 名 

 

従前の字の区域を廃止する区域 

 

大 字 名 

 

字  名 

 

 

地           番 

富 山 市 

 

婦 中 町 

長  沢 

円 右 エ

門  島 

２５８５－１から２５８５－３ま

で、 

２５８５－５から２５８５－８ま

で、 

２５８８－１、２５８９－１、 

２５８９－３、２５８９－４、 

２６２５、２６２６－１、 

２６２８、２６２９、 

２６３２から２６３６まで、 

２６３９－１から２６３９－３ま

で、 

２６４３－１、２６４３－２、 

２６４６、２６４９、 

２７４５－１から２７４５－４ま

で、 

２７４９－１から２７４９－５ま

で、 

２７５１－１から２７５１－５ま

で、 

２７５３－１から２７５３－５まで

 

 

 下 松 木 ２５－２、２５－４の一部、 

２６－３、２６－４、 

２６－５の一部、２６－６、 

２７－３の一部、３２－２、 

３２－３の一部、３３－２、 

３３－３、３３－４の一部、 

３４－３の一部、 

３５－３の一部、 

３５－４の一部、 

８２－５の一部、８３－５、 

８３－６の一部、８４－５、 

８４－６の一部、 

８４－７の一部、 

２３３から２３５まで、 

２３６－１、２３６－２、 

２３７から２４４まで、 

- 182 -



 

 

 

 

市 町 村 名 

 

従前の字の区域を廃止する区域 

 

大 字 名 

 

字  名 

 

 

地           番 

富 山 市 

 

婦 中 町 

長  沢 

下 松 木 ２４５－１、２４５－２、 

２４６－１、２４６－２、 

２４７から２６４まで、 

２６５－１、２６５－２、 

２６６－１、２６６－２、 

２６７－１、２６７－２、 

２６８－１から２６８－４まで、 

２６９－１から２６９－３まで、 

２７０－１から２７０－３まで、 

２７１－１から２７１－３まで、 

２７２－１から２７２－３まで、 

２７２－５から２７２－７まで、 

２７３－２、 

２７４－１から２７４－５まで、 

２７５－１から２７５－５まで、 

２７６－１から２７６－３まで、 

２７７－１から２７７－３まで、 

２７８－１から２７８－３まで、 

２７９－１から２７９－３まで、 

２８０－１から２８０－３まで、 

２８１－１から２８１－３まで、 

２８２－１から２８２－３まで、 

２８３－１から２８３－３まで、 

２８４－１から２８４－３まで、 

２８５－１から２８５－３まで、 

２８６－１から２８６－３まで、 

２８７－１から２８７－３まで、 

２８８－１から２８８－３まで、 

２８９－１から２８９－３まで、 

２９０－１から２９０－３まで、 

２９１－１から２９１－３まで、 

２９２－１から２９２－３まで、 

２９３－１から２９３－３まで、 

２９４－１から２９４－３まで、 

２９５－１から２９５－３まで、 

２９６－１から２９６－３まで、 
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市 町 村 名 

 

従前の字の区域を廃止する区域 

 

大 字 名 

 

字  名 

 

 

地           番 

富 山 市 

 

婦 中 町 

長  沢 

下 松 木 ２９７－１から２９７－３まで、 

２９８、 

２９９－１から２９９－３まで、 

３００－１から３００－３まで、 

３０１、３０２－１、 

３０２－２、 

３０３－１から３０３－４まで、 

３０４－１、３０４－２、 

３０５－１から３０５－４まで、 

３０６－１から３０６－３まで、 

３０７、３０８、 

３０９－１から３０９－３まで、 

３１０－１から３１０－３まで、 

３１１、３１２、 

３１３－１から３１３－３まで、 

３１４、 

３１５－１から３１５－３まで、 

３１６－１から３１６－３まで、 

３１７－１から３１７－３まで、 

３１８－１から３１８－３まで、 

３１９－１から３１９－３まで、 

３２０－１から３２０－３まで、 

３２１－１から３２１－３まで、 

３２２－２、３２２－３ 

３２３－２、３２３－３、 

３２４－１から３２４－３まで、 

３２５－１から３２５－３まで、 

３２６－１から３２６－３まで、 

３２７－１から３２７－３まで、 

３２８－１から３２８－３まで、 

３２９－１から３２９－４まで、 

３３０－１から３３０－３まで、 

３３１－１から３３１－３まで、 

３３２－１から３３２－３まで、 

３３３－１から３３３－３まで、 

３３４－１から３３４－３まで、 
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市 町 村 名 

 

従前の字の区域を廃止する区域 

 

大 字 名 

 

字  名 

 

 

地           番 

富 山 市 

 

婦 中 町 

長  沢 

下 松 木 ３３５－１から３３５－３まで、 

３３６－１から３３６－３まで、 

３３７－１から３３７－３まで、 

３３８－１から３３８－３まで、 

３３９－１から３３９－４まで、 

３４０－１から３４０－４まで、 

３４１－１から３４１－３まで、 

３４２－１から３４２－３まで、 

３４３－１から３４３－３まで、 

３４４－１から３４４－３まで、 

３４５－１から３４５－３まで、 

３４６－１から３４６－４まで、 

３４７－１から３４７－３まで、 

３４８－１から３４８－３まで、 

３４９－１から３４９－３まで、 

３５０－１から３５０－３まで、 

３５１－１から３５１－３まで、 

３５２－１から３５２－３まで、 

３５３－１から３５３－３まで、 

３５４－１から３５４－３まで、 

３５５－１から３５５－３まで、 

３５６－１、３５６－３、 

３５６－１０、３５９－１、 

３６１－１、３６２－１、 

３６３－１、３６４－１、 

３６５－１、３６５－３、 

３６６－１、３６７－１、 

３６８－１、 

３６９－１から３６９－４まで、 

３７０－１、３７０－２の一部、 

３７１、３７２－１、 

３７２－２の一部、３７３－１、 

３７３－３の一部、３７４、 

３７５、３７６－１、 

３７６－２の一部、３７７－１、 

３７７－２の一部、３７８－１、 
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市 町 村 名 

 

従前の字の区域を廃止する区域 

 

大 字 名 

 

字  名 

 

 

地           番 

富 山 市 

 

婦 中 町 

長  沢 

下 松 木 ３７８－４の一部、３７９－１、 

３７９－５の一部、３８０－１、 

３８０－４の一部、３８１－１、 

３８１－３の一部、３８２、 

３８３、３８４－１、 

３８４－２、３８５－１、 

３８５－２、３８６－１、 

３８７－１、３８８－１、 

３８９－１、３９０－１、 

３９１－１、３９２－１、 

４８３、４８４ 

 

 

 

下 川 原 ２４０６－１、２４１０、 

２４１４、２４１５、２４１７、 

２４１９、２４２０－１、 

２４２１－１、２４２３－１、 

２４２５－１、２４２６－１、 

２４２８－２、２４２８－４、 

２４２９－２、２４４８、 

２４５１、２４５４、 

２４６１－１、２４６９－１、 

２４６９－３から２４６９－６ま

で、 

２４７３－１から２４７３－３ま

で、 

２４７３－５、２４７３－６、 

２４７５－１から２４７５－３ま

で、 

２４７５－６、２４７５－７、 

２４８２－２から２４８２－４ま

で、 

２４８４－２、２５３６－５、 

２５５１－２、２５６２－３、 

２５６２－６、２５６２－７、 

２５７０－７、 

２５７１－５から２５７１－９ま

で、 
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市 町 村 名 

 

従前の字の区域を廃止する区域 

 

大 字 名 

 

字  名 

 

 

地           番 

富 山 市 婦 中 町 

長  沢 

下 川 原 ２５８３－２５ 

山 ノ 下 ３０８１－２、３０８３－２、 

３０８４－２、３０９４－２ 

神  丸 ６－２、７－２、 

１６９から１７７まで、 

１７８－１、１７８－２、 

１７９－１、１７９－２、 

１８０から１９８まで、 

１９９－１から１９９－４まで、 

２００－１から２００－３まで、 

２０１－１、２０１－２、 

２０２－１から２０２－３まで、 

２０３－１から２０３－３まで、 

２０４、２０５－１、 

２０５－２、 

２０６－１から２０６－３まで、 

２０７－１から２０７－４まで、 

２０８－１から２０８－３まで、 

２０９－１から２０９－４まで、 

２１０－１、２１０－２、 

２１１、 

２１２－１から２１２－３まで、 

２１３－１から２１３－３まで、 

２１４－１から２１４－３まで、 

２１５－１から２１５－３まで、 

２１６、２１７、 

２１８－１から２１８－３まで、 

２１９－１から２１９－３まで、 

２２０－１から２２０－３まで、 

２２１－１から２２１－３まで、 

２２２－１、２２２－２、 

２２３－１から２２３－３まで、 

２２４－１から２２４－３まで、 

２２５－１から２２５－３まで、 

２２６－１から２２６－３まで、 

２２７－１から２２７－３まで、 
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市 町 村 名 

 

従前の字の区域を廃止する区域 

 

大 字 名 

 

字  名 

 

 

地           番 

富 山 市 婦 中 町 

長  沢 

神  丸 ２２８－１から２２８－３まで、 

２２９－１から２２９－３まで、 

２３０－１から２３０－３まで、 

２３１－１から２３１－３まで、 

２３２－１から２３２－３まで 

中  江 ２１７３、 

２１７４－１から２１７４－４ま

で、 

２２４１、２２４７、２２５５、 

２２６０－１、２２６０－２、 

２２６２、２２７１、 

２２７３－４ 

長  割 ６１－１、６１－２、６２－１、 

６２－２、６３－１、６３－２、 

６４－１から６４－３まで、 

６５－１から６５－３まで、 

６６－１から６６－３まで、 

６７－１から６７－３まで、 

６８－１から６８－３まで、 

６９－１、６９－２、７０－１、 

７０－２、７１－１、７１－２、 

７２－１、７２－２、７３、 

７４、７５－１、７５－２、 

７６－１、７６－２、７７－１、 

７７－２、７８から８０まで、 

８１－１、８１－２、 

８２－１から８２－４まで、 

８３－１から８３－４まで、 

８４－１から８４－４まで、 

８５－１から８５－３まで、 

８６－１から８６－３まで、 

８７－１、８７－２、８８－１、 

８８－２、 

８９－１から８９－３まで、 

９０－１から９０－３まで、 

９１－１から９１－３まで、 
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市 町 村 名 

 

従前の字の区域を廃止する区域 

 

大 字 名 

 

字  名 

 

 

地           番 

富 山 市 婦 中 町 

長  沢 

長  割 ９２－１、９２－２、９３－１、 

９３－２、９４－１、９４－２、 

９５－１、９５－２、９６－１、 

９６－２、９７－１、９７－２、 

９８－１、９８－２、９９－１、 

９９－２、１００－１、 

１００－２、１０１－１、 

１０１－２、１０２、 

１０３－１、１０３－２、 

１０４－１、１０４－２、 

１０５、１０６、１０７－１、 

１０７－２、１０８－１、 

１０８－２、１０９－１、 

１０９－２、１１０－１、 

１１０－２、１１１－１、 

１１１－２、１１２－１、 

１１２－２、１１３－１、 

１１３－２、１１４－１、 

１１４－２、１１５－１、 

１１５－２、１１６－１、 

１１６－２、 

１１７－１から１１７－３まで、 

１１８－１から１１８－３まで、 

１１９－１、１１９－２、 

１２０－１、１２０－２、 

１２１－１、１２１－２、 

１２２－１、１２２－２、 

１２３－１、１２３－２、 

１２４－１、１２４－２、 

１２５－１、１２５－２、 

１２６－１、１２６－２、 

１２７－１、１２７－２、 

１２８－１、１２８－２、 

１２９－１、１２９－２、 

１３０－１、１３０－２、 

１３１－１から１３１－４まで、 
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市 町 村 名 

 

従前の字の区域を廃止する区域 

 

大 字 名 

 

字  名 

 

 

地           番 

富 山 市 婦 中 町 

長  沢 

長  割 １３２－１から１３２－３まで、 

１３３－１から１３３－３まで、 

１３４－１から１３４－４まで、 

１３５－１から１３５－３まで、 

１３６－１から１３６－３まで、 

１３７－１から１３７－４まで、 

１３８－１から１３８－４まで、 

１３９－１から１３９－３まで、 

１４０－１、１４０－２、 

１４１から１５６まで、 

１５７－１、１５７－２、 

１５８－１、１５８－２、 

１５９から１６８まで、 

４８５から４８８まで 

藤  巻 ４５０２－１、４５０２－３、 

４５０２－４、４５０４－３、 

４５０５－２、４５０５－３、 

４５１６－２から４５１６－１６ 

まで、４５１７－２、 

４５１７－５－１、 

４５１７－６から４５１７－１２ 

まで、 

４５１８－１から４５１８－５ま

で、４５１９－３、 

４５１９－３－２、 

４５１９－５から４５１９－７ま

で、４５２０－２、 

４５２０－５から４５２０－２４ 

まで、４５２１－６、 

４５２１－７、４５２１－１２、 

４５２１－１３、 

４５２１－１５から４５２１－３７

まで 

上記の区域内にある市有地の全部を含む。 
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議案第２２４号 

財産の無償譲渡の件 

次のとおり建物を無償譲渡するため、地方自治法（昭和２２年法律 

第６７号）第９６条第１項第６号の規定により、市議会の議決を求め 

る。 

令和３年１２月１日提出 

 

               富山市長  藤 井 裕 久 

 

               記 

 

１ 無償で譲渡する建物 

 ア）富山市山田りんご体験農園管理施設 

   (1) 場   所 富山市山田牧３番地 

   (2) 構   造 鉄骨造平屋建 

   (3) 床 面 積 ２４７．５２㎡ 

 

２ 譲 渡 の 目 的 山田りんご体験農園事業用施設 

 

３ 譲 渡 の 相 手 方 富山市山田今山田１９３４番地 

          特定非営利活動法人山田りんご体験農園 

          代表理事 藤田 学 
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議案第２２５号 

   富山市くれは山荘の指定管理者の指定の件 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第６項の規 

定により、次の施設の指定管理者を指定することについて、市議会の 

議決を求める。 

  令和３年１２月１日提出 

 

               富山市長  藤 井 裕 久     

 

               記 

 

施 設 の 名 称 指 定 管 理 者 の 所 在 地 及 び 名 称 指 定 期 間 
 

富 山 市 く れ は

山 荘 

 

富山 市古 沢２ ５４ 番地 

富山 市フ ァミ リー パー ク内 

特定 非営 利活 動法 人き んた ろう

倶楽 部 

 

 

令和４年４月１

日から令和９年

３月３１日まで
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報告第 ４ ９ 号 

   専決処分について承認を求める件 

 次の事項を地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１ 

項の規定により専決処分したので、同条第３項の規定により報告し、 

その承認を求める。 

  令和３年１２月１日提出 

 

               富山市長  藤 井 裕 久     

 

               記 

 

１ 令和３年度富山市一般会計補正予算（第６号） 
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専決第 ４ １ 号 

   令和３年度富山市一般会計補正予算（第６号） 

 令和３年度富山市の一般会計補正予算（第６号）は、次に定めると 

ころによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ４２０，０００千円 

を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１７９，２５３， 

２５９千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに 

補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」に 

よる。 

  令和３年１０月６日専決 

 

               富山市長  藤 井 裕 久         
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第１表　歳入歳出予算補正
歳　入 (単位　千円）

款 項 補正前の額 補正額 計

22 繰越金 1,977,894 420,000 2,397,894

 1 繰越金 1,977,894 420,000 2,397,894

178,833,259 420,000 179,253,259歳　　　　入　　　　合　　　　計
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歳　出 (単位　千円）

款 項 補正前の額 補正額 計

 2 総務費 21,208,699 420,000 21,628,699

 2 企画費 8,378,119 420,000 8,798,119

178,833,259 420,000 179,253,259歳　　　　出　　　　合　　　　計

- 196 -



1 歳　入
款22 繰越金   項 1 繰越金 （単位　千円）

目 補正前 補正額 計 説　明
の額 区分 金額

 1        1        2
繰越金 ,977,894  420,000 ,397,894  1前年度繰越 420,000  1前年度繰越金                      420,000

  金

       1        2
計 ,977,894  420,000 ,397,894

歳入歳出予算事項別明細書

節
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2 歳　出
款 2 総務費   項 2 企画費 （単位　千円）

目 補正前 補正額 計 説　明

の額 特定財源 一般財源 区分 金額

 3        4        4

文化振興費 ,460,777  420,000 ,880,777  420,000 12委託料  420,000  1文化施設整備事業  420,000

  費

       8        8

計 ,378,119  420,000 ,798,119  420,000

      21       21

合計 ,208,699  420,000 ,628,699  420,000

補正額の財源内訳 節
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報告第 ５ ０ 号 

   専決処分報告の件 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定に 

より、議会において指定されている次の事項について専決処分したの 

で、同条第２項の規定により報告する。 

  令和３年１２月１日提出 

 

               富山市長  藤 井 裕 久     

 

               記 

 

１ 工事請負変更契約締結の件 
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専決第 ４ ５ 号 

   工事請負変更契約締結の件 

 令和３年６月３０日定例市議会において議決を得た民俗民芸村周辺

法面保護（その２）工事について、次のとおり変更契約を締結する。 

  令和３年１０月２９日専決 

 

               富山市長  藤 井 裕 久 

 

               記 

 

１ 契 約 の 金 額  

  変 更 前 ２８９，６０２，０００円 

  変 更 後 ２８８，７２３，０００円 
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報告第 ５ １ 号 

   専決処分報告の件 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定に 

より、議会において指定されている次の事項について専決処分したの 

で、同条第２項の規定により報告する。 

  令和３年１２月１日提出 

 

               富山市長  藤 井 裕 久 

 

               記 

 

１ 損害賠償請求に係る和解の件 
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損害賠償請求に係る和解の件 

 

専決処 

分番号 
専決処分年月日 専決処分の内容 

４０ 令和 3年10月 5日 損害賠償額 

 金９９，０００円 

和解及び損害賠償の相手方 

 富山市所在１団体 

事由 

 交通事故 

 ・発生日 

   令和３年８月２０日 

 ・場所 

   富山市豊島町地内 

 

４２ 令和 3年10月 8日 損害賠償額 

 金２７，９０７円 

和解及び損害賠償の相手方 

 富山市在住１名 

事由 

 富山市営農サポートセンターにおける除

草作業中の車両破損事故 

 ・発生日 

   令和３年７月２６日 

 ・場所 

   富山市月岡町三丁目地内 

 

４３ 令和 3年10月11日 損害賠償額 

 金７７，４７３円 

和解及び損害賠償の相手方 

 富山市在住１名 

事由 

 富山市立上条小学校における運搬作業中

の車両破損事故 

 ・発生日 

   令和３年７月１４日 

 ・場所 

   富山市水橋石割地内 
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専決処 

分番号 
専決処分年月日 専決処分の内容 

４４ 令和 3年10月15日 損害賠償額 

 金１０，０００円 

和解及び損害賠償の相手方 

 富山市在住１名 

事由 

 軌道敷管理上の車両破損事故 

 ・発生日 

   令和３年７月２７日 

 ・場所  

富山市永楽町地内 

 

４６ 令和 3年10月29日 損害賠償額 

 金５６，７０５円 

和解及び損害賠償の相手方 

 富山市所在１法人 

事由 

 道路管理上の車両破損事故 

 ・発生日 

   令和３年１０月１日 

 ・場所 

   富山市鍋田地内 

 

４７ 令和 3年11月 5日 損害賠償額 

 金１２１，０００円 

和解及び損害賠償の相手方 

 富山市所在１法人 

事由 

 交通事故 

 ・発生日 

   令和３年９月２８日 

 ・場所 

   富山市城北町地内 

 

 

 

- 203 -



 

 

 

 

報告第 ５ ２ 号 

   専決処分報告の件 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定に 

より、議会において指定されている次の事項について専決処分したの 

で、同条第２項の規定により報告する。 

  令和３年１２月１日提出 

 

               富山市長  藤 井 裕 久 

 

               記 

 

１ 損害賠償の額を定める件 
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損害賠償の額を定める件 

 

専決処 

分番号 
専決処分年月日 専決処分の内容 

４８ 令和 3年11月18日 損害賠償額 

 金１４，４００円 

損害賠償の相手方 

 国 

事由 

 富山市牛岳温泉スキー場事業特別会計の

過年度消費税の修正申告に係る延滞税額の

更正に伴う追加納付 
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報告第 ５ ３ 号 

   専決処分について承認を求める件 

 次の事項を地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１  

項の規定により専決処分したので、同条第３項の規定により報告し、  

その承認を求める。 

  令和３年１２月１日提出 

 

               富山市長  藤 井 裕 久 

 

               記 

 

１ 令和３年１２月の期末手当の特例に関する条例制定の件 
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専決第 ４ ９ 号 

令和３年１２月の期末手当の特例に関する条例制定の件 

令和３年１２月の期末手当の特例に関する条例を次のように定める。 

令和３年１１月３０日専決 

 

               富山市長  藤 井 裕 久 

 

令和３年１２月の期末手当の特例に関する条例 

 （一般職の職員の期末手当） 

第１条 富山市職員の給与に関する条例（平成１７年富山市条例第６ 

２号）第１条に規定する職員及び富山市一般職の任期付職員の採用 

及び給与の特例に関する条例（平成１８年富山市条例第６号）第２ 

条から第４条までの規定により採用された職員の令和３年１２月に 

支給される期末手当の額の算定に係る期末手当基礎額に乗ずる割合 

（在職期間の区分に応じて乗ずる割合を除く。）の特例については、 

別に条例で定める。 

 （特別職の職員等の期末手当） 

第２条 議会の議長、副議長及び議員、市長、副市長、政策監、教育 

長、上下水道事業管理者、病院事業管理者並びに常勤の監査委員の 

令和３年１２月に支給される期末手当の額の算定に係る給料月額及 

び給料月額に１００分の４５を乗じて得た額の合計額（議会の議長、

副議長及び議員にあっては議員報酬の月額及び議員報酬の月額に１ 

００分の４５を乗じて得た額の合計額、医師である病院事業管理者 

にあっては給料月額及び地域手当の月額並びにこれらの額の合計額 

に１００分の４５を乗じて得た額の合計額）に乗ずる割合（在職期 

間の区分に応じて乗ずる割合を除く。）の特例については、別に条 

例で定める。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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